
                                         

 

しせつの損害補償
社会福祉施設総合損害補償

ホームページでも内容を紹介しています
https://www.fukushihoken.co.jp

◆加入対象は、社協の会員である社会福祉法人等が運営する社会福祉施設です。

スケールメリットを活かした割安な保険料で
　　　　　　　　　充実補償をご提供します！
スケールメリットを活かした割安な保険料で
　　　　　　　　　充実補償をご提供します！
スケールメリットを活かした割安な保険料で
　　　　　　　　　充実補償をご提供します！
スケールメリットを活かした割安な保険料で
　　　　　　　　　充実補償をご提供します！

●このご案内は概要を説明したものです。詳細は「しせつの損害補償」手引またはホームページをご参照ください。●

〈引受幹事
保険会社〉

社会福祉法人全国社会福祉協議会団体契約者 取扱代理店 株式会社福祉保険サービス
損害保険ジャパン株式会社 医療・福祉開発部 第二課
TEL：０３（３３４９）５１３７
受付時間：平日の9:00～17:00（土日・祝日、年末年始を除きます。）

プラン22 （普通傷害保険）

❶ 入所型施設利用者の傷害事故補償
❷ 通所型施設利用者の傷害事故補償
❸ 施設送迎車搭乗中の傷害事故補償

社会福祉法人役員等の賠償責任補償

プラン33
（労働災害総合保険、普通傷害保険、約定履行費用保険、雇用慣行賠償責任保険）

プラン44 （役員賠償責任保険）

プラン１１ （賠償責任保険、医師賠償責任保険、看護職賠償責任保険、サイバー保険、
動産総合保険、費用・利益保険）

❶ 基本補償（賠償・見舞費用）

❷ 個人情報漏えい対応補償　 ❸ 施設の什器・備品損害補償

▶保険金額

身体賠償（１名・１事故）
基本補償（A型）
2億円・10億円 2億円・10億円
2,000万円
200万円
20万円
1,000万円
1,000万円

500万円

2,000万円
200万円
20万円
1,000万円
1,000万円

500万円

死亡時 100万円
入院時 1.5～7万円
通院時 1～3.5万円

見舞費用付補償（B型）

財物賠償（１事故）
受託・管理財物賠償（期間中）
うち現金支払限度額（期間中）
人格権侵害（期間中）

2,000万円 2,000万円徘徊時賠償（期間中）
身体・財物の損壊を伴わない経済的損失（期間中）

事故対応特別費用（期間中）
被害者対応費用（１名につき）

傷害見舞費用

賠
償
事
故
に
対
応

お
見
舞
い
等
の
各
種
費
用

1事故10万円限度 1事故10万円限度

〒100‒0013 東京都千代田区霞が関３丁目３番２号 新霞が関ビル１７Ｆ
ＴＥＬ：０３（３５８１）４６６７　
受付時間：平日の9:30～17:30（土日・祝日、年末年始を除きます。）

❶ 職員の労災上乗せ補償　
使用者賠償責任補償

❷ 役員・職員の傷害事故補償

❸ 役員・職員の感染症罹患事故補償
❹ 雇用慣行賠償補償

▶年額保険料（掛金）

基
本
補
償（
A
型
）

見
舞
費
用
付
補
償（
B
型
）

定　　員 基本補償（A型）

35,000～61,460円
68,270～97,000円

1,500円

1～50名
51～100名

以降1名～10名増ごと

基本補償（A型）
保険料

【見舞費用加算】
定員１名あたり
入所：1,300円
通所：1,390円

●オプション１ ●訪問・相談等サービス補償
●オプション２ ●医務室の医療事故補償 ●看護職の賠償責任補償
●オプション３ ●借用不動産賠償事故補償
●オプション４ ●クレーム対応サポート補償

保険期間１年

（SJ24-11108より抜粋）

令和７年度

ボランティア行事用保険（傷害保険、国内旅行傷害保険特約付傷害保険、賠償責任保険）

送迎サービス補償（傷害保険） 福祉サービス総合補償
（傷害保険、賠償責任保険、約定履行費用保険（オプション））

ふくしの保険 検索

社会福祉法人全国社会福祉協議会団体契約者 取扱代理店 株式会社福祉保険サービス
損害保険ジャパン株式会社 医療・福祉開発部 第二課
ＴＥＬ：０３（３３４９）５１３７
受付時間：平日の9:00～17:00（土日・祝日、年末年始を除きます。）

〈引受幹事
保険会社〉

https://www.fukushihoken.co.jp令和７年度

〒100‒0013 東京都千代田区霞が関３丁目３番２号 新霞が関ビル１７Ｆ
ＴＥＬ：０３（３５８１）４６６７　
受付時間：平日の9:30～17:30（土日・祝日、年末年始を除きます。）

●このご案内は概要を説明したものです。詳細は、「ボランティア活動保険パンフレット」にてご確認ください。●

この保険は、全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。

＜重 要＞

商品パンフレットは
コチラから

（　　　　　）ふくしの保険
ホームページ

保険金額・年間保険料（１名あたり）保険金額・年間保険料（１名あたり） 団体割引20％適用済／過去の損害率による割増適用

ケガの
補償

賠償責任
の補償

年間保険料

死亡保険金

プラン

保険金の種類
基本プラン 天災・地震補償プラン

1,040万円

1,040万円（限度額）

6,500円

350円 500円

65,000円

32,500円

4,000円

5億円（限度額）

後遺障害保険金

入院保険金日額

通院保険金日額

地震・噴火・津波による死傷

賠償責任保険金
（対人・対物共通）

入院中の手術

外来の手術
手術保険金

〈SJ24-10057より抜粋〉





 

は じ め に

三重県福祉サービス運営適正化委員会では、社会福祉法第 条の規定に基づ

き、福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）の適正な運営を確保す

るための「運営監視委員会」と、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適

切に解決するための「苦情解決委員会」の２つの合議体を設け、それぞれの活動

を中心に、公平・中立的な第三者機関としての活動を行なっています。

本書は、令和６年度の当委員会活動の状況等を取りまとめたものです。

「運営監視委員会」では、現在２，０００人以上の方々が利用されている福祉

サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）の透明性と公正性を確保するた

め、三重県日常生活自立支援センターから定期的に事業実施状況の報告を受け

るとともに、地域の日常生活自立支援センターへの現地調査を実施し、必要な助

言等を行いました。

一方、「苦情解決委員会」では、利用者等からの様々な苦情や相談に応じ、助

言や事情調査、専門機関の紹介等相談者の立場に立った適切な苦情解決の支援

を行いました。

また、事業者に対しては、ポスター・パンフレット等を配布するとともに、事

業所巡回訪問を通じて、苦情解決体制・制度の広報・啓発に努めたところです。

近年、福祉サービス量の増大に比例して相談件数は増加傾向にありましたが、

令和６年度は、苦情１３４件と過去１０年間では平均値に近い数字となり、その

他相談・問合せ８３件は３番目に低い数字となりました。

苦情の内容としては、職員の接遇に関するものとサービスの質や量に関する

ものが過半数ですが、説明・情報提供の不足に関する相談が増加傾向にあります。

また分野別では障害者福祉サービスに関するものが全体の６割以上を占めてい

ます。

当委員会といたしましては、社会福祉事業者と利用者等との架け橋となり、利

用者の権利擁護を図るとともに、福祉サービスが利用者本位のものとなるよう、

努力してまいります。

関係者の皆様方には、どうか今後とも一層の御理解と御協力を賜りますよう

お願い申し上げます。

令和７年４月

三重県福祉サービス運営適正化委員会

委 員 長 鵜 沼 憲 晴
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１ 三重県福祉サービス運営適正化委員会の組織

（１）運営適正化委員会組織図

 
○選考委員会（委員６名）

・運営適正化委員会の公平性・中立性を保ち、委員

選考過程の透明性を保つ。

○事務局

・苦情の受付

・委員会の事務処理

・広報・啓発

・調査・研修

・巡回指導など

○運営適正化委員会（委員１４名）

・社会福祉に関する学識経験者、弁護士、医師

等で構成。

・福祉サービス利用援助事業の適正な運営の確

保及び福祉サービス利用に関する苦情の解決

を図る。

○苦情解決委員会（委員５名）

・福祉サービスに関する利用者からの

苦情解決に関する相談・助言・調査

またはあっせんを行なう。

・利用者の処遇について不当な行為が

行われているおそれがあると認める

時は、三重県知事へ通知する。

○運営監視委員会（委員１４名）

・福祉サービス利用援助事業の適正

な運営を確保するため、事業の監

視を行い、必要に応じて助言、現地

調査または勧告を行なう。
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（２）「運営適正化委員会委員」選考委員会委員名簿

令和６年６月１日現在

分野 氏名 機関・団体名 役職

公益の代表

山本 壽人 三重県民生委員児童委員協議会 副委員長

伊藤 稔 社会福祉士 委員長

福祉サービスの

利用者代表

中川 絵里子
（公益社団法人）

認知症の人と家族の会三重県支部

世古 佳清
（公益社団法人）

三重県障害者団体連合会

社会福祉事業

経営者の代表

谷 直也 三重県社会福祉法人経営者協議会

谷 眞澄
（公益社団法人）

三重県看護協会

※ 任期 令和６年６月１日～令和８年５月３１日
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（２）「運営適正化委員会委員」選考委員会委員名簿

令和６年６月１日現在

分野 氏名 機関・団体名 役職

公益の代表

山本 壽人 三重県民生委員児童委員協議会 副委員長

伊藤 稔 社会福祉士 委員長

福祉サービスの

利用者代表

中川 絵里子
（公益社団法人）

認知症の人と家族の会三重県支部

世古 佳清
（公益社団法人）

三重県障害者団体連合会

社会福祉事業

経営者の代表

谷 直也 三重県社会福祉法人経営者協議会

谷 眞澄
（公益社団法人）

三重県看護協会

※ 任期 令和６年６月１日～令和８年５月３１日
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（３）運営適正化委員会委員名簿

令和６年６月２６日現在

分野 機関・団体名 氏 名
運営適正

化委員会

運営監視

委員会

苦情解決

委員会

社

会

福

祉

に

関

す

る

学

識

経

験

者

公益代表

皇學館大学 鵜沼 憲晴 委員長 委員長 ○

元県障害者相談支援センター長 板﨑 寿一 ○ ○ ○

三重県民生委員・児童委員協議会 狩野 明義 ○ ○

三重県介護福祉士会 甲斐 義典 ○ ○ 副委員長

三重県子ども・福祉部

地域福祉課
中谷 慶 ○ ○

福祉サー

ビス利用

援助事業

の対象者

を支援す

る団体代

表

三重県知的障害者育成会 小林 えり子 ○ ○

三重県精神保健福祉会 川北 秀成 ○ ○

福祉サー

ビス提供

者代表

三重県老人福祉施設協会 服部 昭博 ○ ○

三重県知的障害者福祉協会 本弘 路可 ○ ○

法律・財務に

関する学識経

験者

三重弁護士会推薦弁護士 東 幸太郎 ○ ○ 委員長

東海税理士会津支部 今村 元宣 ○ ○

三重短期大学 西川 昇吾 副委員長 副委員長

医療に関する

学識経験者

調整中

三重県精神保健福祉士協会 田中 雅也 ○ ○ ○

※ 任期 令和６年６月２６日～令和８年６月２５日 
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２ 運営適正化委員会等の開催状況

（１）「運営適正化委員会委員」選考委員会

開 催 期 日 主 な 内 容

（第１回）※文書会議

令和６年４月
・運営適正化委員会委員候補者（補充）の同意について

（第２回）

令和６年６月２７日

・任期満了に伴う運営適正化委員会委員候補者への

同意について

（２）運営適正化委員会

開 催 期 日 主 な 内 容

（第 回）

令和６年５月２４日

・令和５年度事業報告（案）について

・令和６年度事業計画（案）について

（第２回）

令和６年７月３０日

・委員長の選出について

・副委員長の指名について

・合議体構成委員の指名について

（第３回）

令和７年３月２４日
・令和６年度の事業経過報告について

（３）運営監視委員会

開 催 期 日 主 な 内 容

（第 回）

令和６年５月２４日

・令和 年 月～ 月の福祉サービス利用援助事業の実施

状況について

・日常生活自立支援センターにおける不適切事案について

（第２回）

令和６年７月３０日

・委員長の選出について

・副委員長の指名について

・令和 年 月～ 月の福祉サービス利用援助事業の実施

状況について

・日常生活自立支援事業に対する苦情について

・日常生活自立支援センター現地調査について

（第３回）

令和６年１０月１１日

・令和 年 月～ 月の福祉サービス利用援助事業の実施

状況について

・日常生活自立支援事業に対する苦情について

・日常生活自立支援センター現地調査について

（第４回）

令和６年１１月２２日

・令和 年 月の福祉サービス利用援助事業の実施状況に

ついて

・日常生活自立支援事業に対する苦情について

（第５回）

令和７年１月１０日

・令和 年 月～ 月の福祉サービス利用援助事業の実

施状況について

・日常生活自立支援センターへの苦情について

・不適正疑い事案について
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２ 運営適正化委員会等の開催状況

（１）「運営適正化委員会委員」選考委員会

開 催 期 日 主 な 内 容

（第１回）※文書会議

令和６年４月
・運営適正化委員会委員候補者（補充）の同意について

（第２回）

令和６年６月２７日

・任期満了に伴う運営適正化委員会委員候補者への

同意について

（２）運営適正化委員会

開 催 期 日 主 な 内 容

（第 回）

令和６年５月２４日

・令和５年度事業報告（案）について

・令和６年度事業計画（案）について

（第２回）

令和６年７月３０日

・委員長の選出について

・副委員長の指名について

・合議体構成委員の指名について

（第３回）

令和７年３月２４日
・令和６年度の事業経過報告について

（３）運営監視委員会

開 催 期 日 主 な 内 容

（第 回）

令和６年５月２４日

・令和 年 月～ 月の福祉サービス利用援助事業の実施

状況について

・日常生活自立支援センターにおける不適切事案について

（第２回）

令和６年７月３０日

・委員長の選出について

・副委員長の指名について

・令和 年 月～ 月の福祉サービス利用援助事業の実施

状況について

・日常生活自立支援事業に対する苦情について

・日常生活自立支援センター現地調査について

（第３回）

令和６年１０月１１日

・令和 年 月～ 月の福祉サービス利用援助事業の実施

状況について

・日常生活自立支援事業に対する苦情について

・日常生活自立支援センター現地調査について

（第４回）

令和６年１１月２２日

・令和 年 月の福祉サービス利用援助事業の実施状況に

ついて

・日常生活自立支援事業に対する苦情について

（第５回）

令和７年１月１０日

・令和 年 月～ 月の福祉サービス利用援助事業の実

施状況について

・日常生活自立支援センターへの苦情について

・不適正疑い事案について

５ 
 

開 催 期 日 主 な 内 容

（第６回）

令和７年３月２４日

・令和 年 ～ 月の福祉サービス利用援助事業の実施状況

について

・日常生活自立支援センターへの苦情について

（４）苦情解決委員会

開 催 期 日 主 な 内 容

（第 回）

令和６年５月２４日

・苦情相談件数・概要（ 月 日から 月 日）の報告

・苦情相談事案について

（第２回）

令和６年７月３０日

・委員長の選出について

・副委員長の指名について

・苦情相談件数・概要（ 月 日から 月 日）の報告

・苦情相談事案について

（第３回）

令和６年１０月１１日

・苦情相談件数・概要（ 月 日から 月 日）の報告

・苦情相談事案について

（第４回）

令和６年１１月２２日

・苦情相談件数・概要（ 月 日から 月 ）の報告

・苦情相談事案について

（第５回）

令和７年１月１０日

・苦情相談件数・概要（ 月 日から 月 日）の

報告

・一般相談事案について

（第６回）

令和７年３月２４日

・苦情相談件数・概要（ 月 日から 月 日）の報告

・苦情解決事案巡回訪問について
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３ 運営監視事業

（１）福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）の実施状況

① 相談・契約締結・終了件数及び実利用者数 （単位：件・人）

区分 相談件数 契約件数 終了件数 実利用者数

令和 年度末までの累計

令和 年度

令和 年度末までの累計

累
計
の
内
訳

認知症高齢者

知的障害者

精神障害者

不明・その他

問合せ等

（参考）過去１０カ年の状況

区分 相談件数 契約件数 終了件数
契約者増加

件数

平成 年度分

平成 年度分

平成 年度分

平成 年度分

平成 年度分

令和元年度分

令和 年度分

令和 年度分

令和 年度分

令和 年度分
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３ 運営監視事業

（１）福祉サービス利用援助事業（日常生活自立支援事業）の実施状況

① 相談・契約締結・終了件数及び実利用者数 （単位：件・人）

区分 相談件数 契約件数 終了件数 実利用者数

令和 年度末までの累計

令和 年度

令和 年度末までの累計

累
計
の
内
訳

認知症高齢者

知的障害者

精神障害者

不明・その他

問合せ等

（参考）過去１０カ年の状況

区分 相談件数 契約件数 終了件数
契約者増加

件数

平成 年度分

平成 年度分

平成 年度分

平成 年度分

平成 年度分

令和元年度分

令和 年度分

令和 年度分

令和 年度分

令和 年度分

７ 
 

② 運営監視委員会による事業実施現地調査

現地調査日 調査先の名称 調査委員等 調査内容

令和６年 ８月２７日
鳥羽日常生活自立支

援センター
事務局１名

・事業実施体制

・相談、契約の状況

・具体的支援の状況

・事業実施上の課題

令和６年 ９月 ２日
志摩日常生活自立支

援センター

委員 １名

事務局１名

令和６年 ９月 ５日
御浜町日常生活自立

支援センター

委員 １名

事務局１名

令和６年 ９月１０日
きほう日常生活自立

支援センター

委員 １名

事務局１名

令和６年 ９月１２日
四日市日常生活自立

支援センター

委員 １名

事務局１名

令和６年１０月 ３日
朝日町日常生活自立

支援センター

委員 １名

事務局１名
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４ 苦情解決事業

（１）苦情・相談等の受付件数 （単位：件）

区分 苦情
その他

（相談・問合せ等）
合計

来所

電話

電子メール

郵便

その他

合計

月 計

苦情月別件数

（参考）過去１０カ年の状況

区分 苦情
その他

（相談・問合せ等）
合計

平成 年度 １１０ １６４ ２７４

平成 年度 １３２ １００ ２３２

平成 年度 １２３ １０５ ２２８

平成 年度 １１８ １７５ ２９３

平成 年度 １１４ ２１８ ３３２

令和元年度 １２７ １８９ ３１６

令和 年度 １４５ １２０ ２６５

令和 年度 １３７ ７１ ２０８

令和 年度 １５４ ８１ ２３５

令和 年度 １５７ ７３ ２３０
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４ 苦情解決事業

（１）苦情・相談等の受付件数 （単位：件）

区分 苦情
その他

（相談・問合せ等）
合計

来所

電話

電子メール

郵便

その他

合計

月 計

苦情月別件数

（参考）過去１０カ年の状況

区分 苦情
その他

（相談・問合せ等）
合計

平成 年度 １１０ １６４ ２７４

平成 年度 １３２ １００ ２３２

平成 年度 １２３ １０５ ２２８

平成 年度 １１８ １７５ ２９３

平成 年度 １１４ ２１８ ３３２

令和元年度 １２７ １８９ ３１６

令和 年度 １４５ １２０ ２６５

令和 年度 １３７ ７１ ２０８

令和 年度 １５４ ８１ ２３５

令和 年度 １５７ ７３ ２３０

 

９ 
 

（２）苦情申出人の属性

（単位：件）

区分

利用者 家族 代理人 職員 その他 合計

苦

情

問合

せ、

その

他

苦

情

問合

せ、

その

他

苦

情

問合

せ、

その

他

苦

情

問合

せ、

その

他

苦

情

問合

せ、

その

他

苦情

問 合

せ 、

そ の

他

高齢者福祉

障害者福祉

児童福祉

その他の福祉

合 計

（参考）過去１０カ年の状況

区分

利用者 家族 代理人 職員 その他 合計

苦情

問 合

せ 、

そ の

他

苦

情

問合

せ、

その

他

苦

情

問 合

せ、

その

他

苦情

問 合

せ 、

そ の

他

苦

情

問 合

せ 、

そ の

他

苦情

問 合

せ 、

そ の

他

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

平成 年度

令和元年度

令和 年度

令和 年度

令和 年度

令和 年度 90 56 0 4 7 157
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（３） 苦情内容、苦情解決結果

○苦情内容 （単位：件）

区分 種別 高齢者 障害者 児童 その他 計

①職員の接遇
（職員の対応や言葉遣いが悪いなど）

②サービスの質や量
（食事の内容や居室の環境が悪いなど）

③説明・情報提供
（説明なく内容が変更された、契約内容

と実際のサービスが違うなど）

④利用料
（不当な自己負担を求められた、自己負

担額の内容の説明がされないなど）

⑤被害・損害
（金銭のトラブルがあった、所有物がな

くなった・破損したなど）

⑥権利侵害
（暴力や虐待を受けた、プライバシーを

侵害されたなど）

⑦その他
（上記にあてはまらない事項）

合 計

○苦情申し出対応状況

①初回相談で対応が終了した苦情申し出 （単位：件）

区分 種別 高齢者 障害者 児童 その他 計

助言

（傾聴を含む）

当事者間の話合いの推奨

専門機関・関係機関の紹介・伝達

その他
・初回相談後申出人と連絡がとれず継続対

応できなかったケース。

・匿名投書のため対応不可であったケース

・苦情先に情報提供して終了したケース

合 計
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（３） 苦情内容、苦情解決結果

○苦情内容 （単位：件）

区分 種別 高齢者 障害者 児童 その他 計

①職員の接遇
（職員の対応や言葉遣いが悪いなど）

②サービスの質や量
（食事の内容や居室の環境が悪いなど）

③説明・情報提供
（説明なく内容が変更された、契約内容

と実際のサービスが違うなど）

④利用料
（不当な自己負担を求められた、自己負

担額の内容の説明がされないなど）

⑤被害・損害
（金銭のトラブルがあった、所有物がな

くなった・破損したなど）

⑥権利侵害
（暴力や虐待を受けた、プライバシーを

侵害されたなど）

⑦その他
（上記にあてはまらない事項）

合 計

○苦情申し出対応状況

①初回相談で対応が終了した苦情申し出 （単位：件）

区分 種別 高齢者 障害者 児童 その他 計

助言

（傾聴を含む）

当事者間の話合いの推奨

専門機関・関係機関の紹介・伝達

その他
・初回相談後申出人と連絡がとれず継続対

応できなかったケース。

・匿名投書のため対応不可であったケース

・苦情先に情報提供して終了したケース

合 計

１１ 
 

②継続対応した苦情申出 （単位：件）

区分 種別 高齢者 障害者 児童 その他 計

事情調査（事業者に事情調査した

ケース）

助言・申入れ

当事者間の話合いの調整（当事者

間の話合いの場の調整・設定を行

ったケース

あっせん（両当事者の同意の下、

「あっせん」を行ったケース

通知（虐待や法令違反等が疑われ、

県知事・市町へ通知したケース）

その他

計

○継続対応した苦情の終結結果

区分 種別 高齢者 障害者 児童 その他 計

解決

不調

他の解決機関を紹介

継続中

その他

（解決ではない取下げなど）

計
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（４）主な苦情申出ケースの概要と苦情解決委員会の対応

①高齢者福祉（ 件）

№ サービス種別
申
出
人

苦情内容 苦情解決委員会の対応

 その他
家

族

【サービスの質や量】

利用中に入院し、戻ろうとすると説

明もなく断られた。以前施設内で父

に対して行われた虐待行為の意趣

返しではないかと感じる。虐待はも

ちろん、このような不平等対応の無

いよう再発防止を求めたい。

事業所に苦情を申し入れ

返答を得たが、相談者の納得

には至っていない。返答に対

する相談者のお気持ちを整

理して伝えることとした。

 その他

利

用

者

【サービスの質や量】

父が利用していたが、急に退去を

求められた。以前から説明や情報提

供の不足を感じており、職員の対応

も良くなく不満が大きい。

支持的に傾聴したところ、

お気持ちが落ち着かれたよう

で苦情申し入れなどはしない

こととなった。

 その他
家

族

【利用料】

昨年１０月中頃から両親が利用し

ていた。その後、死亡や特養転居等

で利用は終了したが、保証金の精

算がされておらず、不審に思われた

ので確認してほしい。

事情調査を行う。規定に則

って生産の準備が進められ

ており、相談者の納得が得ら

れた。

 その他
家

族

【サービスの質や量】

利用する母が暴言やトラブルを起

こしていると一方的に避難して退去

を求められたことに不満がある。

事業所に事情を聞き取る。

その間、事業所と直接やり取

りをして、退去及び他の施設

入所への同意をしたとのこ

と。

 
特別養護老人ホー

ム

家

族

【サービスの質や量】

両親が利用している。特に父親に

対するサービスの内容や質につい

て不満がある。

相談内容を苦情として申し

入れ、面談を実施した。今後

の対応について話し合い取り

決めを行った。

 
認知症対応型共同

生活介護

家

族

【説明・情報提供】

サービスの内容等について疑問

などがあるが、ケアマネジャーとなか

なか連絡がとれない。 の管理者

に問い合わせても、ちゃんとした回

答がない。

相談員不在時であったこと

から、国保連を紹介した。

 その他 家
族

【職員の接遇】

生活保護を受給する母が利用し

ている。通帳とキャッシュカードを預

けているが、おやつなど安価なもの

の購入を求めても応じてもらえない

ため通帳の返却を求めたところ、金

支持的に傾聴した。近日中

に話し合いをする予定とのこ

とで、その時に何かあれば相

談したいとのことで電話を置

かれた。
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№ サービス種別
申
出
人

苦情内容 苦情解決委員会の対応

銭の搾取を疑われ、滞納した場合は

即退去するよう誓約書の取り交わし

を求め垂れた。

 その他 家
族

【サービスの質や量】

親族が利用していた。個室の空

調温度の調整のために何度もナー

スコールをするという理由でナース

コールを切られたり、空調に関して

親族と本人で話す約束をしたのに

翌日には契約解除を通知されるな

ど、不合理な対応に納得しがたい。

事業所から事情を聞き取

った。事業所としては、利用

者をサービス付き高齢者向

け住宅として許容できる以上

の要求をする人という認識を

しており、双方の感情の溝は

埋めがたいものであった。

一方、ナースコールを切る

行為については虐待行為で

あることを伝え、関係機関に

情報提供をおこなった。

 その他 家
族

【説明・情報提供】

母が入居して１週間程度で亡くな

った。退去にかかる精算が３か月以

上されていない。また入居時に持ち

込んだ鞄や家の鍵などが返却され

ずその説明もない。

事業所に苦情を申し入れ

たが、誠実な対応を得られ

ず、相談者の納得は得られな

かった。

 短期入所生活介護 家
族

【サービスの質や量】

訪問介護とデイサービスを利用し

ていた父親が熱中症で倒れて緊急

ショートステイを利用した。翌日ケア

マネジャーが父を訪ねると容体が悪

くなっていた。診断は硬膜下血腫だ

が、事業所が父の急変に気付いて

いればもっと早く対応してもらえた

のではないか。

事業所に苦情を申し入れ

るとともに面談し、事情を聞

き取る。

相談者との認識に大きな

差異が認められるものの、緊

急時の体制を強化する等の

改善策をとられている。

 短期入所生活介護 家
族

【職員の接遇】

昨年１月、利用していた父が新型

コロナウイルス感染症に罹患し、そ

の後亡くなった。

罹患した際、責任逃れをするよう

に他の利用者よりもワクチン接種回

数が少ないことを罹患理由に挙げ

つつ家族を責めるような言い方をさ

れ、それがずっと心に引っ掛かって

いる。

苦情ではなく、事業所に相

談者の当時のお気持ちを伝

えることとした。

 その他
利
用
者

【サービスの質や量】

デイケアの空調の設定温度が高

匿名相談として、事業所に

相談内容を伝達することとし
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№ サービス種別
申
出
人

苦情内容 苦情解決委員会の対応

く、理学療法士も熱中症になるほ

ど。そのような環境にいることに不

安を感じる。

た。

 その他 家
族

【サービスの質や量】

法人内別施設で疥癬が蔓延して

いたが、感染拡大防止への対策を

せずに家族も感染してしまった。ま

た隔離にあたって必要な入浴やシ

ーツ交換などの経費は全て有料だ

として請求された。適切な感染防止

さえしていれば防げた事で費用負

担をすることに納得ができない。

事業所に苦情を申し入れ

るとともに、面談して事情を

聞き取った。

 その他 家
族

【サービスの質や量】

初回のサービス提供の日にヘル

パーが来なかったと本人が言ってい

る。これまでのケアマネジャーの対

応に不信感を持っており、初めての

サービス契約なのにこのような事で

は不安。

事業所と面談して事情を

聞き取る。初回サービス提供

日ではなく顔合わせ訪問の

日とのことだったが、事業所

の虚偽と信じて疑わず、不調

となった。

 
特別養護老人ホー

ム
家
族

【サービスの質や量】

母が利用しているが、体調が良好

でなくなってから呼びかけに応えな

くなるまで、様子見と称して食事や

水分を摂らないまま放置され、何度

も脱水症状で入院している。入院中

のＡＤＬの変化に応じた食事の提供

（刻みの大きさ等）をしないなど、利

用者の状態に合わせたサービス提

供がされない。

複数回に渡って支持的に

傾聴した。その後、事業所と

の契約を解消すると決めたと

のことで、心情的に落ち着い

たと連絡があり終結した。

 その他
利
用
者

【サービスの質や量】

訪問介護を利用して週４回の買

い物支援を希望しているが、週２回

に制限されてしまっている。

ケアマネジャーに事情を聞

き取る。契約して日が浅いう

ちからサービス休止が繰り返

されていること、訪問介護と

買い物代行を同一視してい

る様子から、理解を促しつつ

必要な分だけ回数を増やして

いく方針とのこと。

 
特別養護老人ホー

ム
家
族

【権利侵害】

入居する母が男性職員に体を触

られる、卑猥な言葉を投げかけられ

ると訴えるようになった。高齢者虐

高齢者虐待の疑いがあり、

市に通報した。

事業所に対して相談があ

った旨の連絡をし、再発防止
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№ サービス種別
申
出
人

苦情内容 苦情解決委員会の対応

く、理学療法士も熱中症になるほ

ど。そのような環境にいることに不

安を感じる。

た。

 その他 家
族

【サービスの質や量】

法人内別施設で疥癬が蔓延して

いたが、感染拡大防止への対策を

せずに家族も感染してしまった。ま

た隔離にあたって必要な入浴やシ

ーツ交換などの経費は全て有料だ

として請求された。適切な感染防止

さえしていれば防げた事で費用負

担をすることに納得ができない。

事業所に苦情を申し入れ

るとともに、面談して事情を

聞き取った。

 その他 家
族

【サービスの質や量】

初回のサービス提供の日にヘル

パーが来なかったと本人が言ってい

る。これまでのケアマネジャーの対

応に不信感を持っており、初めての

サービス契約なのにこのような事で

は不安。

事業所と面談して事情を

聞き取る。初回サービス提供

日ではなく顔合わせ訪問の

日とのことだったが、事業所

の虚偽と信じて疑わず、不調

となった。

 
特別養護老人ホー

ム
家
族

【サービスの質や量】

母が利用しているが、体調が良好

でなくなってから呼びかけに応えな

くなるまで、様子見と称して食事や

水分を摂らないまま放置され、何度

も脱水症状で入院している。入院中

のＡＤＬの変化に応じた食事の提供

（刻みの大きさ等）をしないなど、利

用者の状態に合わせたサービス提

供がされない。

複数回に渡って支持的に

傾聴した。その後、事業所と

の契約を解消すると決めたと

のことで、心情的に落ち着い

たと連絡があり終結した。

 その他
利
用
者

【サービスの質や量】

訪問介護を利用して週４回の買

い物支援を希望しているが、週２回

に制限されてしまっている。

ケアマネジャーに事情を聞

き取る。契約して日が浅いう

ちからサービス休止が繰り返

されていること、訪問介護と

買い物代行を同一視してい

る様子から、理解を促しつつ

必要な分だけ回数を増やして

いく方針とのこと。

 
特別養護老人ホー

ム
家
族

【権利侵害】

入居する母が男性職員に体を触

られる、卑猥な言葉を投げかけられ

ると訴えるようになった。高齢者虐

高齢者虐待の疑いがあり、

市に通報した。

事業所に対して相談があ

った旨の連絡をし、再発防止

１５ 
 

№ サービス種別
申
出
人

苦情内容 苦情解決委員会の対応

待だと思われるので対応してほし

い。

を求めた。

 通所介護
家

族

【被害・損害】

転倒事故があり、賠償にあたって

事業所が報告書に記載した事実を

曲げた主張をして、不誠実な対応を

取られている。

事故報告書に反する内容の主張

は反省・再発防止に繋がらないと心

配している。

既に弁護士が間に入って

いるため、相談者の思いやお

気持ちを伝達することとした。

 
特別養護老人ホー

ム

家

族

【サービスの質や量】

母が入所しており、かねてより延

命措置を望んでいないことを伝えて

いたが、施設内で心肺停止状態に

なっていた際に、家族に相談なく救

急搬送され、望まぬ延命措置を施さ

れていたことに納得いかない。

事業所に事情を聞き取っ

た。これまでの健康状態から

状態急変と判断して緊急対

応マニュアルや契約時の説

明のとおりに救急搬送を依頼

したとのこと。

 その他

利

用

者

【権利侵害】

利用しているデイケアの職員が、

利用者を貶める発言をしており不

快。

匿名での相談だったため、

傾聴した内容を事業所に伝

達した。

 
特別養護老人ホー

ム
家
族

【利用料】

利用していた母が先月末に亡くな

ったばかりなのに、最終月の利用料

についての電話問い合わせがあっ

た。精神的ショックを受けている最

中にお金の話をされて不快。

事業所に事情を聞き取る。

相談者のお気持ちに理解を

いただき、今後の配慮につい

て約束していただいた。

 
特別養護老人ホー

ム
家
族

【職員の接遇】

施設ケアマネジャーが母に対して

高圧的に接する、糖尿なのに隠れて

お菓子を食べると決めつけ他の職

員にその内容を流布している。施設

や法人に相談してもその職員には

困っているという返答のみで望む対

応をしてもらえない。

支持的に傾聴をし、苦情申

し入れについて提案したが、

検討したいとのことで電話を

置かれた。

その後、連絡がないため取

り下げとした。

 福祉用具貸与 家
族

【利用料】

在宅で母を介護するにあたり、移

乗サポート機器のレンタルをした。

導入・返却時に詳細な説明や確認

がないまま、後日付属品がないと連

絡があり、その代金を請求された。

支持的に傾聴をしたとこ

ろ、相談者自身で事業所に対

して問い合わせをするとのこ

とで、助言を行った。
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№ サービス種別
申
出
人

苦情内容 苦情解決委員会の対応

十分な確認や話し合いのないままに

一方的に支払いを求められている

ことに納得がいかない。

 その他
利
用
者

【職員の接遇】

半年ほど前に新しく来たスタッフ

が２か月ほど前から急に口を利いて

くれてなくなった。理由を尋ねても

「あなたの言うことは聞こえません」

といった言葉を返され不快。

支持的に傾聴をした。しば

らく話されると落ち着いた様

子で電話を置かれた。

 その他
家
族

【サービスの質や量】

入居する母に対してずさんな対応

をされている。対応が難しい母では

あるが、それを理由に不当な扱いを

されることは許しがたい。

匿名で苦情を申し入れるこ

ととし、内容を整理していた

が、相談者との連絡が途絶え

た。

 その他
利
用
者

【権利侵害】

インフルエンザ、新型コロナウイル

ス感染症の流行で行政からの要請

があったためという理由で、居室か

ら出ることを禁止されている。やむ

を得ず居室から出ると暴言や暴力

をふるわれ、繰り返すと罰金と言わ

れる。

不適切な対応を思われ、ま

た相談者も苦情ではなく通報

を希望されたため、県長寿介

護課を案内した。

 短期入所生活介護 家
族

【職員の接遇】

ショートステイを利用していた父

が亡くなった。その際のケアマネジャ

ーと管理者の対応や死亡にかかる

経緯の説明がないことに不満。

苦情を申し入れるととも

に、改善点やより良い対応に

ついて事業所とやり取りを行

った。

 
小規模多機能型居

宅介護
家
族

【サービスの質や量】

重要事項説明書に記載されてい

る時間の範囲内でサービスの提供

を求めたところ、人手不足を理由に

断られてしまったことに不満。

当委員会の役割を説明し

つつ支持的に傾聴した。後日

来局される可能性を示唆され

つつ終了した。

 
認知症対応型共同

生活介護
家
族

【サービスの質や量】

妻が入居している。長年連れ添っ

た妻への労いに外食に連れて行っ

てやりたいが、外出時の感染症罹患

のリスクを理由に応じてもらえな

い。

事業所に事情を聞き取る。

新型コロナとインフルエンザ

の二重流行中の一時的な措

置であり、医師と相談のうえ

で後日緩和する予定とのこ

と。

 その他
利
用
者

【サービスの質や量】

昨年、一か月半ほど入居してい

た。減塩食の対応をしてもらえなか

事業所に事情を聞き取りな

がら、相談内容についてひと

つひとつ説明と理解の促しを

１７ 
 

№ サービス種別
申
出
人

苦情内容 苦情解決委員会の対応

ったり、職員が開けたドアで怪我を

させられたりした。その後、何の対応

もされず不満。

進めている。

 通所介護
利
用
者

【職員の接遇】

思うようなサービスが提供されず

不満があり話し合いをしたが納得で

きず、サービス利用をやめることに

なったことに納得しがたい。

事業所に事情を聞き取る

が、その後相談者と連絡が取

れなくなった。

 
特別養護老人ホー

ム
家
族

【被害・損害】

約一年前から母が入居している。

昨年８月に転倒して左大腿骨骨折

をした。さらに今年３月になり、再度

転倒して右大腿骨を骨折した。一度

目の事故があったにも関わらず再

度事故が発生しているうえに、安全

配慮が十分でなかったという職員の

言葉もあり不信感が募っている。

事業所に苦情を申し入れ、

双方とそれぞれ直接面談を

行ったが、原因究明と解決策

の提示がされたが、納得には

至らなかった。

 通所介護 家
族

【被害・損害】

職員が母の財布から現金を抜き

取り、一度は事実を認めたものの、

後に事業所からそういった事実は

無かったと言われ、不誠実な対応に

憤りを感じている。

話し合いの調整を求めら

れたものの、既に直接の話し

合いを行って合意に至らなか

ったことから、断られ不調とな

った。

その後、相談者の姉が間に

入り事業所と話し合いが行わ

れ、当事者同士で解決に至っ

たとのこと。
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№ サービス種別
申
出
人

苦情内容 苦情解決委員会の対応

ったり、職員が開けたドアで怪我を

させられたりした。その後、何の対応

もされず不満。

進めている。

 通所介護
利
用
者

【職員の接遇】

思うようなサービスが提供されず

不満があり話し合いをしたが納得で

きず、サービス利用をやめることに

なったことに納得しがたい。

事業所に事情を聞き取る

が、その後相談者と連絡が取

れなくなった。

 
特別養護老人ホー

ム
家
族

【被害・損害】

約一年前から母が入居している。

昨年８月に転倒して左大腿骨骨折

をした。さらに今年３月になり、再度

転倒して右大腿骨を骨折した。一度

目の事故があったにも関わらず再

度事故が発生しているうえに、安全

配慮が十分でなかったという職員の

言葉もあり不信感が募っている。

事業所に苦情を申し入れ、

双方とそれぞれ直接面談を

行ったが、原因究明と解決策

の提示がされたが、納得には

至らなかった。

 通所介護 家
族

【被害・損害】

職員が母の財布から現金を抜き

取り、一度は事実を認めたものの、

後に事業所からそういった事実は

無かったと言われ、不誠実な対応に

憤りを感じている。

話し合いの調整を求めら

れたものの、既に直接の話し

合いを行って合意に至らなか

ったことから、断られ不調とな

った。

その後、相談者の姉が間に

入り事業所と話し合いが行わ

れ、当事者同士で解決に至っ

たとのこと。
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②障害者福祉（ 件） 

№ サービス種別
申
出
人

苦情内容 苦情解決委員会の対応

 その他

利

用

者

【サービスの質や量】

以前から依頼していることがなか

なか進めてもらえない。すべきこと、

必要なことという返答があるのに進

めてもらえないのはなぜか。

こういったときに相談に乗ってくれ

る部署を設けてもらいたい。

以前から時折ご相談をい

ただく方で、支持的に傾聴し

た。しばらくすると、直接相談

してみるとのことで終話とな

った。

 障害者支援施設
家

族

【説明・情報提供】

施設入所後に膀胱結石で入院手

術をした。退院にあたって施設から

明確な説明なく受け入れ拒否との

連絡があり、納得し難い思いが残っ

ている。

事業所に苦情を申し入れ

た。既に利用者は新しい事業

所での生活を始めており、納

得には至らないものの終結の

意向だった。

 
就労継続支援

（Ａ型）

利

用

者

【職員の接遇】

利用者同士で暴言を中心とした

いじめがあるが、職員はいじめる側

に肩入れしている。また、利用者を

あんたと呼ぶなど利用者への関わり

方が良くない。

事業所の介入による解決

を求められたため、相談内容

を事業所に連絡した。

 
就労継続支援

（Ｂ型）

利

用

者

【職員の接遇】

事業所の利用者同士で関係が良

くない。職員もそれを知りつつ放置

している状況で、対応に不満を感じ

ている。

相談内容を指示的に傾聴

した。しばらくすると落ち着か

れて終話となった。

 就労移行支援
利
用
者

【職員の接遇】

利用し始めて２～３日でスタッフ

が急に厳しくなった。施設長の言葉

がきつく、こちらの言い分は全て否

定されていた。今後このような事が

無いようにしてほしい。

事業所に事情を聞き取る。

そのような意図はなかったと

のことだが、利用者に寄り添

った支援に努められたいと助

言した。

 
就労継続支援

（Ａ型）

利
用
者

【その他】

事業所の代表者が売り上げをご

まかしている。事業所に悪影響があ

ると困るので何とかしてほしい。

当委員会で対応できる内

容ではないことに加え、相談

者は匿名で、事業所への連

絡や通報を拒まれたため、対

応不能とした。
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②障害者福祉（ 件） 

№ サービス種別
申
出
人

苦情内容 苦情解決委員会の対応

 その他

利

用

者

【サービスの質や量】

以前から依頼していることがなか

なか進めてもらえない。すべきこと、

必要なことという返答があるのに進

めてもらえないのはなぜか。

こういったときに相談に乗ってくれ

る部署を設けてもらいたい。

以前から時折ご相談をい

ただく方で、支持的に傾聴し

た。しばらくすると、直接相談

してみるとのことで終話とな

った。

 障害者支援施設
家

族

【説明・情報提供】

施設入所後に膀胱結石で入院手

術をした。退院にあたって施設から

明確な説明なく受け入れ拒否との

連絡があり、納得し難い思いが残っ

ている。

事業所に苦情を申し入れ

た。既に利用者は新しい事業

所での生活を始めており、納

得には至らないものの終結の

意向だった。

 
就労継続支援

（Ａ型）

利

用

者

【職員の接遇】

利用者同士で暴言を中心とした

いじめがあるが、職員はいじめる側

に肩入れしている。また、利用者を

あんたと呼ぶなど利用者への関わり

方が良くない。

事業所の介入による解決

を求められたため、相談内容

を事業所に連絡した。

 
就労継続支援

（Ｂ型）

利

用

者

【職員の接遇】

事業所の利用者同士で関係が良

くない。職員もそれを知りつつ放置

している状況で、対応に不満を感じ

ている。

相談内容を指示的に傾聴

した。しばらくすると落ち着か

れて終話となった。

 就労移行支援
利
用
者

【職員の接遇】

利用し始めて２～３日でスタッフ

が急に厳しくなった。施設長の言葉

がきつく、こちらの言い分は全て否

定されていた。今後このような事が

無いようにしてほしい。

事業所に事情を聞き取る。

そのような意図はなかったと

のことだが、利用者に寄り添

った支援に努められたいと助

言した。

 
就労継続支援

（Ａ型）

利
用
者

【その他】

事業所の代表者が売り上げをご

まかしている。事業所に悪影響があ

ると困るので何とかしてほしい。

当委員会で対応できる内

容ではないことに加え、相談

者は匿名で、事業所への連

絡や通報を拒まれたため、対

応不能とした。

１９ 
 

№ サービス種別
申
出
人

苦情内容 苦情解決委員会の対応

 
就労継続支援

（Ｂ型）

利
用
者

【サービスの質や量】

他の利用者で最近、発作の頻度

が高くなり、発作自体も大きくなっ

てきた人がいる。事業所は支援体制

を変えているが、限界があると思

う。

事業所に架電。利用者の

発作の頻度が高まっているこ

とは把握しており、見守り体

制を強化している。相談者に

も、その旨をしっかり説明し

たいとのこと。

 
就労継続支援

（Ａ型）

そ
の
他

【その他】

法令で定められているスコアの

公表がされていないため、注意を促

してもらいたい。

事業所に連絡し、公表を促

した。

 
就労継続支援

（Ａ型）

利
用
者

【その他】

給与の振込先金融機関を事業所

に指定されている。労働基準法によ

り金融機関を選ぶ権利は労働者側

にあるのに、おかしい。

事業所に架電。法令の事

は認識している。相談者が希

望する金融機関は生活圏に

支店が無く、日々の生活費管

理など不便があるため、地元

の金融機関を勧めているとの

こと。

 生活介護 家
族

【サービスの質や量】

唐突に来月末での退所を検討し

ていると言われた。扱いにくいことを

理由に利用回数を減らすよう言わ

れたり、何かと不当に感じる。家族

には知らされていなかった半年以上

前の職員に対する他害行為を今に

なって糾弾されるといったこともあ

り、納得しがたい。

相談内容を整理し、苦情の

原案を相談者宅に郵送した

が、その後の連絡が途絶え

た。

 共同生活援助 家
族

【利用料】

事業所が金銭管理をしてくれて

いるが、月の収支報告の金額が合

わず、その説明もあいまいで不親切

に感じる。

再度、事業所に説明を求

めるように助言した。その後、

きちんとした説明を受け、収

支が合っていること、当初な

ぜ合わなかったのかの説明

を受け、納得できたとのこと。

 居宅介護
利
用
者

【サービスの質や量】

人員不足による撤退後、引継ぎ

事業所の調整を行っていないため、

調整を求めたい。

事業所に事情を聞き取る。

事業所閉鎖による撤退であ

り、引き継ぎにあたって近隣

の事業所すべてに交渉した

が対応できなかったとのこ

と。



－ 20 －

２０ 
 

№ サービス種別
申
出
人

苦情内容 苦情解決委員会の対応

 
就労継続支援

（Ｂ型）

利
用
者

【職員の接遇】

他の利用者から妬まれ、いじわる

をされている。職員はそれを見てみ

ぬふりをしていて不満。

支持的に傾聴した。しばら

く話して落ち着かれたようで

電話を置かれた。

 その他
利
用
者

【職員の接遇】

計画相談員の言動に不信感があ

り事業所を変更したいが、穏便に済

ませる方法はないか。

支持的に傾聴し、また困っ

たら連絡するとのことで電話

を置かれた。

 
就労継続支援

（Ｂ型）

利
用
者

【職員の接遇】

職員の声掛けや支援などが、利

用者によって異なるため、平等に接

してほしい。

事業所に苦情を申し入れ、

対応の改善を約束いただい

た。

 共同生活援助
利
用
者

【サービスの質や量】

サテライト型グループホームを利

用しているが、換気扇の不具合を長

期間放置されている。設備補修は

家主の役割だが、借主である事業

所から言ってもらわないといけない

のに対応してもらえないことに不

満。

事業所に事情を聞き取っ

た。管理会社に確認をしたと

ころ、換気性能の良くない換

気扇のため、不具合ではない

とのこと。

 その他
利
用
者

【説明・情報提供】

４月から６月までの間、サービス

の休止を求めていたが、説明も無い

まま休止されていなかったことが後

からわかり、不満がある。

事業者に対して求めたいこ

とや今後の希望について整

理して後日連絡をいただくこ

ととなったが、その後の連絡

はなかった。

 
就労継続支援（Ｂ

型）
家
族

【説明・情報提供】

一方的に契約を解除され、納得し

かねたため県に相談をしたところ、

事業所に対して何らかの改善を指

摘があった様子。しかしその指摘に

関して利用者本人や相談者に対す

る改善案等の報告がなく不満。

概要を聞き取り、後日来局

の予定だったが、その後連絡

が途絶えた。

 共同生活援助 家
族

【利用料】

事業所からの請求明細が事実や

説明と異なる記載がされており、不

信感がある。

支持的に傾聴した。話すう

ちに落ち着かれ、事業者から

改めて説明を受けたいとのこ

と。
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№ サービス種別
申
出
人

苦情内容 苦情解決委員会の対応

 
就労継続支援

（Ｂ型）

利
用
者

【職員の接遇】

他の利用者から妬まれ、いじわる

をされている。職員はそれを見てみ

ぬふりをしていて不満。

支持的に傾聴した。しばら

く話して落ち着かれたようで

電話を置かれた。

 その他
利
用
者

【職員の接遇】

計画相談員の言動に不信感があ

り事業所を変更したいが、穏便に済

ませる方法はないか。

支持的に傾聴し、また困っ

たら連絡するとのことで電話

を置かれた。

 
就労継続支援

（Ｂ型）

利
用
者

【職員の接遇】

職員の声掛けや支援などが、利

用者によって異なるため、平等に接

してほしい。

事業所に苦情を申し入れ、

対応の改善を約束いただい

た。

 共同生活援助
利
用
者

【サービスの質や量】

サテライト型グループホームを利

用しているが、換気扇の不具合を長

期間放置されている。設備補修は

家主の役割だが、借主である事業

所から言ってもらわないといけない

のに対応してもらえないことに不

満。

事業所に事情を聞き取っ

た。管理会社に確認をしたと

ころ、換気性能の良くない換

気扇のため、不具合ではない

とのこと。

 その他
利
用
者

【説明・情報提供】

４月から６月までの間、サービス

の休止を求めていたが、説明も無い

まま休止されていなかったことが後

からわかり、不満がある。

事業者に対して求めたいこ

とや今後の希望について整

理して後日連絡をいただくこ

ととなったが、その後の連絡

はなかった。

 
就労継続支援（Ｂ

型）
家
族

【説明・情報提供】

一方的に契約を解除され、納得し

かねたため県に相談をしたところ、

事業所に対して何らかの改善を指

摘があった様子。しかしその指摘に

関して利用者本人や相談者に対す

る改善案等の報告がなく不満。

概要を聞き取り、後日来局

の予定だったが、その後連絡

が途絶えた。

 共同生活援助 家
族

【利用料】

事業所からの請求明細が事実や

説明と異なる記載がされており、不

信感がある。

支持的に傾聴した。話すう

ちに落ち着かれ、事業者から

改めて説明を受けたいとのこ

と。

２１ 
 

№ サービス種別
申
出
人

苦情内容 苦情解決委員会の対応

 障害者支援施設 家
族

【被害・損害】

子が入所中に誤嚥事故で心停止

となり、現在低酸素脳症で入院をし

ている。当初施設側は全面的に非

を認めていたが、保険会社や弁護

士の介入により事故発生原因は子

にあるという意見に変わってきてお

り納得ができない。

事業所に苦情を申し入れ

ることとして相談・申し入れ内

容を整理して相談者に送付し

た。

途中、弁護士を介して話し

合いをすることにしたとのこと

で、終結した。

 居宅介護
利
用
者

【サービスの質や量】

数年来利用していた事業所だ

が、ヘルパーとの関係がおざなりに

なってきたため、一度線を引き直そ

うと提案したところ、関係がぎくしゃ

くしてしまい、最終的にサービス提

供が難しいと言われて事業所変更

をすることになり納得しがたい。

何度かにわたって支持的

に傾聴した。しばらくすると、

落ち着かれたようで相談は終

了した。

 
就労継続支援

（Ａ型）

利
用
者

【職員の接遇】

出勤率に関して、３月末頃から少

しずつ厳しく言われるようになって

きたが、今月に入って出勤率の低い

人は足を引っ張っているので面談

をすると言われた。

支持的に傾聴をした。しば

らくすると落ちつかれた様子

で終話となった。

 居宅介護
利
用
者

【利用料】

居宅介護サービスを利用してい

るが、昨年１２月分から利用明細と

請求書が発行されていない。

事業所に事情を聞き取る。

契約と本人居住地の関係か

ら、送付できていなかったが、

本人の手元に届けることとな

り納得された。

 共同生活援助
利
用
者

【サービスの質や量】

子が入居している。暑くなってき

ているが部屋の空調を入れてもら

えない。依頼をすると電気代が高い

事を理由に断られた。熱中症の危

険があり心配。

事業所に苦情を申し入れ

た。相談のきっかけとなった

日のことは把握しており、適

切に対応するとの回答を得

た。
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№ サービス種別
申
出
人

苦情内容 苦情解決委員会の対応

 
就労継続支援

（Ａ型）
家
族

【職員の接遇】

夫が利用しているが、職員から体

臭を指摘され、風呂に入っているの

かといった失礼な事を言われて本

人は傷つき寝込んでしまって仕事に

出られない。

事業所に事情を聞き取っ

た。過去にも何度かそれとな

く伝えていたが、施設外就労

先からも指摘されたため本人

の気持ちに配慮して伝えるこ

ととした。

配慮が至らずご本人を傷

つけてしまい申し訳ないとさ

れたが、相談者の納得は得ら

れなかった。

 
就労継続支援

（Ｂ型）

利
用
者

【その他】

事業所は利用実態が無いのにあ

るように毎日利用しているように見

せかけて報酬を不正に受給してい

る。

相談者は相談日時点で事

業所利用のための見学を済

ませた段階で、計画相談員が

利用開始に向けて手続きを

進めているところだった。どの

ような経緯で事業所の不正と

考えたのか関係機関も困惑

している様子で、相談者に確

認をしたが明確な説明はなか

った。

 不明
利
用
者

【サービスの質や量】

事業所から説明なく一方的に契

約を解除された。個人的に第三者を

立てて話をしたが上手くいかず、利

用終了となってから実際の契約解

除まで２ヶ月も放置された。不誠実

な対応に納得がいかない。

支持的に傾聴した。しばら

くすると落ち着かれたようで

終話となった。

 
就労継続支援

（Ｂ型）

利
用
者

【説明・情報提供】

作業で使用している潤滑用オイ

ルがある。心配になったのでオイル

の成分が安全かを聞いたがわから

ないと言って教えてもらえない。利

用者の安全確保も事業所の役割だ

と思うが、それらに対する意識がな

いのは事業所の姿勢として良くない

のではないか。

支持的に傾聴をし、助言を

すると落ち着かれたようで終

話となった。

 
就労継続支援

（Ｂ型）

利
用
者

【職員の接遇】

事業所の管理者が道路交通法を

無視したり、職員が作業中に性的な

話題をするので止めさせてほしい。

事業所に苦情を申し入れ

ることとしたが、相談者より取

り下げの連絡があった。
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№ サービス種別
申
出
人

苦情内容 苦情解決委員会の対応

 
就労継続支援

（Ｂ型）

利
用
者

【職員の接遇】

職員がコロナになったことを事業

所が隠している。利用者を不安にさ

せる対応は指導の対象ではないの

か？

事業所に苦情を申し入れ

つつ事情を聞き取る。

体調不良の職員はコロナ

ではなく、相談者に説明をし

ているが信用してもらえない

とのこと。

 
就労継続支援

（Ｂ型）

利
用
者

【その他】

事業所が無許可で引っ越し業を

請け負っている。

事業所に連絡し、相談内容

を伝達した。

利用者に誤解を与えない

よう適切に対応されたいと伝

えた。

 
就労継続支援

（Ａ型）

利
用
者

【職員の接遇】

事業所内で内職の担当をしてい

るが、作業マニュアルや完成基準が

無く利用者同士が揉めてしまう。基

準を求めても応じてもらえない。

また、離れたところに農作業をす

る場所があり、職員がそこにばかり

居て内職作業場に職員が居ない。

それらのことを相談しても理解して

もらえず、対応してくれない。

支持的に傾聴をした。しば

らくすると落ち着かれた様子

で、終話となった。

 居宅介護
代
理
人

【職員の接遇】

障害福祉サービスから介護保険

への切り替えに際しての行き違い等

から、ヘルパー事業所の責任者から

怒鳴られた。謝罪と再発防止を求め

たい。

事業所に苦情を申し入れ

た。説明と謝罪のため、代理

人を含めた三者面談を実施

したものの、相談者の納得は

得られなかった。

 
就労継続支援

（Ａ型）

利
用
者

【サービスの質や量】

在宅で仕事をしており、そのため

の材料などを郵送してもらってい

る。７月３１日発送分が届かないため

郵便局に調査を依頼したところ、投

函していない様子だったが、何度連

絡しても投函したと言って取り合っ

てもらえない。

事業所に苦情を申し入れ

た。投函の真偽については確

かめようがなく、再発防止策

などを示されたが相談者の理

解は得られなかった。

 その他 家
族

【職員の接遇】

姪が利用している。管理者から姪

に対して親密あるいは支配的な対

応があり、金銭の受け取りもある様

子。家族に対しても暴言があり、苦

情を申し入れたい。

相談内容を指示的に傾聴

した。事業所への苦情で解決

することは難しいと思われる

ため、弁護士への相談を勧め

た。



－ 24 －

２４ 
 

№ サービス種別
申
出
人

苦情内容 苦情解決委員会の対応

 
就労継続支援

（Ｂ型）

利
用
者

【職員の接遇】

２０日に給与支払いと契約書に明

示している。急な体調不良で欠勤し

た場合でも、即日支払いをしてもら

いたい。また、在宅ワークの報告や

連絡に対するリアクションが遅かっ

たりするのが不満

苦情申し入れを準備して

いたが、相談者より取り下げ

の連絡があった。

 その他 家
族

【職員の接遇】

妹が利用している。サービス事業

所と親族との間で感情的な衝突が

起こっているさなか、相談者の個人

電話番号を断りなく事業所に伝えら

れてしまい、それ以降サービス事業

所から望まぬ連絡があり困ってい

る。

事業所に苦情を申し入れ、

再発防止を約束していただ

いた。

 
就労継続支援

（Ａ型）

利
用
者

【職員の接遇】

指導員から利用者に対する言葉

がけが厳しく、障害者支援に携わる

専門職として不適切に感じる。

匿名で苦情を申し入れた。

職員間での情報共有と利用

者対応の改善を求めたが、相

談者の理解は得られなかっ

た。

 障害者支援施設
利
用
者

【権利侵害】

職員から暴言を受けたので虐待

として取り扱ってもらいたい。

苦情ではなく、虐待相談の

窓口での相談を希望された

ため、市の障がい福祉課を案

内した。

 生活介護
利
用
者

【職員の接遇】

入浴支援と通院介助の支援を受

けている。病院で車椅子を押しても

らっていたときに周囲に対して「障

害者が来ます！」と大声呼びかけて

道を譲ってもらっていた。車椅子が

通りますだけで済むところをわざわ

ざそのような言い方をしたことが腹

立たしい。

傾聴を求められたため、支

持的に傾聴を続けた。

しばらくして落ち着かれた

様子で終話となった。

 その他
利
用
者

【説明・情報提供】

以前契約していた相談支援事業

所が基本情報を引継ぎ先の相談支

援事業所に届けず、サービス事業

所と相談者にだけ届けている。その

内容も不正確で困っている。

関係各機関に事情を聞き

取る。事情がわかり、相談者

も安心された様子だった。



－ 25 －

２４ 
 

№ サービス種別
申
出
人

苦情内容 苦情解決委員会の対応

 
就労継続支援

（Ｂ型）

利
用
者

【職員の接遇】

２０日に給与支払いと契約書に明

示している。急な体調不良で欠勤し

た場合でも、即日支払いをしてもら

いたい。また、在宅ワークの報告や

連絡に対するリアクションが遅かっ

たりするのが不満

苦情申し入れを準備して

いたが、相談者より取り下げ

の連絡があった。

 その他 家
族

【職員の接遇】

妹が利用している。サービス事業

所と親族との間で感情的な衝突が

起こっているさなか、相談者の個人

電話番号を断りなく事業所に伝えら

れてしまい、それ以降サービス事業

所から望まぬ連絡があり困ってい

る。

事業所に苦情を申し入れ、

再発防止を約束していただ

いた。

 
就労継続支援

（Ａ型）

利
用
者

【職員の接遇】

指導員から利用者に対する言葉

がけが厳しく、障害者支援に携わる

専門職として不適切に感じる。

匿名で苦情を申し入れた。

職員間での情報共有と利用

者対応の改善を求めたが、相

談者の理解は得られなかっ

た。

 障害者支援施設
利
用
者

【権利侵害】

職員から暴言を受けたので虐待

として取り扱ってもらいたい。

苦情ではなく、虐待相談の

窓口での相談を希望された

ため、市の障がい福祉課を案

内した。

 生活介護
利
用
者

【職員の接遇】

入浴支援と通院介助の支援を受

けている。病院で車椅子を押しても

らっていたときに周囲に対して「障

害者が来ます！」と大声呼びかけて

道を譲ってもらっていた。車椅子が

通りますだけで済むところをわざわ

ざそのような言い方をしたことが腹

立たしい。

傾聴を求められたため、支

持的に傾聴を続けた。

しばらくして落ち着かれた

様子で終話となった。

 その他
利
用
者

【説明・情報提供】

以前契約していた相談支援事業

所が基本情報を引継ぎ先の相談支

援事業所に届けず、サービス事業

所と相談者にだけ届けている。その

内容も不正確で困っている。

関係各機関に事情を聞き

取る。事情がわかり、相談者

も安心された様子だった。

２５ 
 

№ サービス種別
申
出
人

苦情内容 苦情解決委員会の対応

 その他
利
用
者

【職員の接遇】

計画相談の契約書に悩み相談を

聞くという条項があるが、表面上話

を聴くだけで親身になってもらえな

い。

支持的に傾聴をした。しば

らくすると落ち着かれて終話

となった。

 
就労継続支援

（Ａ型）

利
用
者

【サービスの質や量】

事業所から、今後の存続が危う

いという説明があった。それ以来不

安が強く、その不安の解消のために

相談に乗ってもらいたいが職員に

取り合ってもらえない。

匿名で、このような相談が

寄せられていることを伝えて

ほしいという依頼だったた

め、事業所に伝達した。

 その他
利
用
者

【サービスの質や量】

９月８日に契約をしたが、その後

いくら連絡しても繋がらず返事がな

く不安。

事業所に事情を聞き取る。

契約の二日後、本人より一方

的に契約解除する旨のメール

が届き、それ以降は連絡をと

っていないとのこと。相談者

に伝えると、理由がわかって

安心したとのことで終結した。

 
就労継続支援

（Ｂ型）

利
用
者

【職員の接遇】

事業所を休む連絡を入れたが、

その理由も言うよう厳しく返され、

圧力を感じた。

事業所に気持ちを伝えて

ほしいとの依頼だったため、

伝達した。

 共同生活援助

隣
人
・友
人

【職員の接遇】

知人が他の利用者から謂れのな

い非難を受けてトラブルになってい

るが職員にトラブル解決に向けた介

入を求めても応じてもらえない。

匿名で事業所に苦情を申

し入れる。

なお、トラブルそのものは

自己解決したとのこと。

 その他

利

用

者

【職員の接遇】

代表が、相談者とやり取りしたメ

ッセージの内容を他の利用者に見

せたうえ馬鹿にして笑った。

事業所に苦情を申し入れ、

回答を相談者に郵送した。

その後の連絡が取れず、取

り下げ扱いとした。

 
就労継続支援

（Ｂ型）

利

用

者

【その他】

会社代表が政治家後援会紹介ハ

ガキを利用者に配布した。重要事項

説明書に職場内での政治活動を禁

止するという項目があるので利用

者が同じことをしたら注意されると

思うと矛盾を感じる。

事業所に苦情を申し入れ

た。代表より、誤解の無いよう

説明をしていきたいという回

答を得て相談者の納得を得

た。



－ 26 －

２６ 
 

№ サービス種別
申
出
人

苦情内容 苦情解決委員会の対応

 
就労継続支援

（Ａ型）

利

用

者

【職員の接遇】

事業所社長の圧迫的対応が不

満。体調不良により数ヵ月療養して

いるが、それを理由に事業所を辞め

るよう言われている。

支持的に傾聴をした。事業

所と直接話をしているため、

状況に変化があればまた相

談したいとのこと。

 
就労継続支援

（Ａ型）

利

用

者

【職員の接遇】

会社代表が利用者に対して公平

な対応をしていない。嫌いな利用者

に嫌な仕事（トイレ掃除など）ばかり

させて辞めさせていくということをし

ている。

匿名での相談だったため、

傾聴した内容を事業所に伝

達した。

 
就労継続支援

（Ｂ型）

利

用

者

【職員の接遇】

事業所の方針について朝礼の場

で強く反論したところ他の利用者が

泣き出してしまった。そのことを理由

に辞めさせられてしまった。

サビ管が他の利用者の前で利用

者の陰口を言ったり、スタッフ同士

で陰口を言い合ったりする。約束さ

れていた外出先の変更や取りやめ

などがあり、働いていて残念な思い

をすることが多い。

事業所に苦情を申し入れ

て事情を聞き取った。

利用終了を申し出たのは

本人だったので、苦情の内容

に戸惑っているとのこと。

事業所の説明を伝えたが、

申出人の納得には至らなか

った。

 
就労継続支援

（Ａ型）

利

用

者

【職員の接遇】

施設外就労先で他の利用者とト

ラブルになり、内職の在宅ワークに

異動になった。

上司や責任者に辛い気持ちを聞

いてもらったり、対応をしてもらいた

かったが、何推してもらえず不満。

相談日時点では、計画相

談員が間に入り対話をする

機会を設けてもらっていると

のことで、支持的に傾聴をし

た。

状況が変われたまだ連絡

したとのことだった。

 
就労継続支援

（Ｂ型）

利
用
者

【職員の接遇】

在宅で仕事をしており、普段はメ

ッセージアプリでやり取りをしている

が、文字だけでは思いが伝えにく

い。事前アポイントなしで事業所に

行ったもののトラブル対応のため時

間を取ってもらえず不満。

事業所に事情を聞き取る。

面談に応じられなかったのは

一時的な事情によるものであ

ったこと、相談者が自ら事業

所とやり取りを継続している

ことから、直接話し合うことを

勧めた。



－ 27 －

２６ 
 

№ サービス種別
申
出
人

苦情内容 苦情解決委員会の対応

 
就労継続支援

（Ａ型）

利

用

者

【職員の接遇】

事業所社長の圧迫的対応が不

満。体調不良により数ヵ月療養して

いるが、それを理由に事業所を辞め

るよう言われている。

支持的に傾聴をした。事業

所と直接話をしているため、

状況に変化があればまた相

談したいとのこと。

 
就労継続支援

（Ａ型）

利

用

者

【職員の接遇】

会社代表が利用者に対して公平

な対応をしていない。嫌いな利用者

に嫌な仕事（トイレ掃除など）ばかり

させて辞めさせていくということをし

ている。

匿名での相談だったため、

傾聴した内容を事業所に伝

達した。

 
就労継続支援

（Ｂ型）

利

用

者

【職員の接遇】

事業所の方針について朝礼の場

で強く反論したところ他の利用者が

泣き出してしまった。そのことを理由

に辞めさせられてしまった。

サビ管が他の利用者の前で利用

者の陰口を言ったり、スタッフ同士

で陰口を言い合ったりする。約束さ

れていた外出先の変更や取りやめ

などがあり、働いていて残念な思い

をすることが多い。

事業所に苦情を申し入れ

て事情を聞き取った。

利用終了を申し出たのは

本人だったので、苦情の内容

に戸惑っているとのこと。

事業所の説明を伝えたが、

申出人の納得には至らなか

った。

 
就労継続支援

（Ａ型）

利

用

者

【職員の接遇】

施設外就労先で他の利用者とト

ラブルになり、内職の在宅ワークに

異動になった。

上司や責任者に辛い気持ちを聞

いてもらったり、対応をしてもらいた

かったが、何推してもらえず不満。

相談日時点では、計画相

談員が間に入り対話をする

機会を設けてもらっていると

のことで、支持的に傾聴をし

た。

状況が変われたまだ連絡

したとのことだった。

 
就労継続支援

（Ｂ型）

利
用
者

【職員の接遇】

在宅で仕事をしており、普段はメ

ッセージアプリでやり取りをしている

が、文字だけでは思いが伝えにく

い。事前アポイントなしで事業所に

行ったもののトラブル対応のため時

間を取ってもらえず不満。

事業所に事情を聞き取る。

面談に応じられなかったのは

一時的な事情によるものであ

ったこと、相談者が自ら事業

所とやり取りを継続している

ことから、直接話し合うことを

勧めた。

２７ 
 

№ サービス種別
申
出
人

苦情内容 苦情解決委員会の対応

 その他
利
用
者

【サービスの質や量】

Ａ型事業所のことで計画相談員

に相談をしているが、先方とやり取

りが進まずトラブルになったため、話

し合いを取り持ってもらいたい。

相談者と面談を実施し、別

途事業所に事情を聞き取っ

た。

日程調整を進めている最

中に相談者が待ちきれず相

談員に暴言を放ったとのこ

と。受付日の２日後に３者面

談をすることが決定していた

が不調に終わり、相談者の納

得は得られなかった。

 その他
利
用
者

【その他】

家族からの精神的 を受けた

ため、転居先である現住所で住民

票閲覧制限を求めたところ、総合相

談支援センターの意見書が必要と

のことだった。相談支援センターで

面談したところ、意見書は出せない

という。

閲覧制限ができないと安心して

生活ができないので意見書を出し

てもらいたい。

事業所に事情を聞き取る。

本来は警察に相談していた

だく内容であるものの、日常

生活に支障が出るようであれ

ば、意見書作成の検討は可

能とのこと。ただし相談者は

転居から日が浅く、面談も一

度しかできていない今の状態

では意見書を作成することは

できないという回答を得た。

相談者と同居人は今後の

面談も拒絶されていると受け

止めており、不調となった。

 
就労継続支援

（Ａ型）

利
用
者

【職員の接遇】

職員からのセクハラ、パワハラ等

を苦にして７月末に仕事を辞めた。

その後も事業所から元同僚の様子

を知らされるのに、そのことで問い

合わせると電話をしてくるなといっ

た不当な扱いを受ける。

支持的に傾聴した。当委員

会からの処罰的な対応を求

められたため、苦情解決の役

割について説明をした。

 
就労継続支援

（Ａ型）

利
用
者

【職員の接遇】

夫が職員から体臭を指摘されて

以来心身の調子を崩して仕事に出

られていない。その後の対応にも不

満がある。

以前にも相談された方で、

その後も継続的に事業所と

やり取りをしているが双方の

納得には至っていないとのこ

と。



－ 28 －
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№ サービス種別
申
出
人

苦情内容 苦情解決委員会の対応

 
就労継続支援

（Ｂ型）

利
用
者

【職員の接遇】

職員が利用者と他の施設に出か

けたとき、その施設の利用者・職員

の前で利用者を強く叱責した。

必要があれ叱責や指導は問題な

いが、他者の前で行われることは本

人の尊厳を傷つける行為ではない

か。

継続的に職員に対する攻

撃的な不満の相談をされる

利用者。相談内容について事

業所に伝達して確認したが、

事実ではなく困惑していると

のこと。

 
就労継続支援

（Ａ型）

利
用
者

【サービスの質や量】

一般就労を見据えた８時間勤務

を希望し、それが可能という説明を

受けて契約したもののその約束が

守られなかった。

申し入れに向けて苦情の

内容を整理したものの、相談

者との連絡が途絶えた。

 その他
利
用
者

【サービスの質や量】

利用する事業所との三者面談を

求めているが、なかなか実施されな

い。また、特定の事業所以外への見

学同行を断られて不満。

事業所に事情を聞き取る。

すでに利用終了を決めてい

る事業所との今後も利用を

継続するための面談実施は

できないとの回答を得たが、

辞めると決めるまえの約束は

履行してほしいという意向と

合致せず不調となった。

 
就労継続支援

（Ｂ型）

利
用
者

【職員の接遇】

昨日、新年の利用開始日だった

が、職員が新年のあいさつをしなか

ったことに不満。

継続的に不安の聞き取り

をしている方からの相談。事

業所に対して相談内容を伝

達した。

 その他
利
用
者

【サービスの質や量】

移動支援を依頼したが、契約時

から初回支援にかけて代表やヘル

パーの対応に不満を感じていたとこ

ろ、暴言などにより支援継続ができ

ないと言われてしまった。

事業所に事情を聞き取っ

たものの、その後相談者と連

絡が取れず。

 その他
利
用
者

【サービスの質や量】

居宅介護サービスの利用を断っ

て以降、計画相談員からの連絡が

なく相談員を変えたい。

事業所に事情を聞き取る。

以前のやり取りの際、相談者

から改めて連絡するとのこと

だったため、連絡をしていな

かったとのこと。誤解が解消

され、居宅介護・計画相談と

もに継続利用することとなっ

た。
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№ サービス種別
申
出
人

苦情内容 苦情解決委員会の対応

 
就労継続支援

（Ｂ型）

利
用
者

【職員の接遇】

職員が利用者と他の施設に出か

けたとき、その施設の利用者・職員

の前で利用者を強く叱責した。

必要があれ叱責や指導は問題な

いが、他者の前で行われることは本

人の尊厳を傷つける行為ではない

か。

継続的に職員に対する攻

撃的な不満の相談をされる

利用者。相談内容について事

業所に伝達して確認したが、

事実ではなく困惑していると

のこと。

 
就労継続支援

（Ａ型）

利
用
者

【サービスの質や量】

一般就労を見据えた８時間勤務

を希望し、それが可能という説明を

受けて契約したもののその約束が

守られなかった。

申し入れに向けて苦情の

内容を整理したものの、相談

者との連絡が途絶えた。

 その他
利
用
者

【サービスの質や量】

利用する事業所との三者面談を

求めているが、なかなか実施されな

い。また、特定の事業所以外への見

学同行を断られて不満。

事業所に事情を聞き取る。

すでに利用終了を決めてい

る事業所との今後も利用を

継続するための面談実施は

できないとの回答を得たが、

辞めると決めるまえの約束は

履行してほしいという意向と

合致せず不調となった。

 
就労継続支援

（Ｂ型）

利
用
者

【職員の接遇】

昨日、新年の利用開始日だった

が、職員が新年のあいさつをしなか

ったことに不満。

継続的に不安の聞き取り

をしている方からの相談。事

業所に対して相談内容を伝

達した。

 その他
利
用
者

【サービスの質や量】

移動支援を依頼したが、契約時

から初回支援にかけて代表やヘル

パーの対応に不満を感じていたとこ

ろ、暴言などにより支援継続ができ

ないと言われてしまった。

事業所に事情を聞き取っ

たものの、その後相談者と連

絡が取れず。

 その他
利
用
者

【サービスの質や量】

居宅介護サービスの利用を断っ

て以降、計画相談員からの連絡が

なく相談員を変えたい。

事業所に事情を聞き取る。

以前のやり取りの際、相談者

から改めて連絡するとのこと

だったため、連絡をしていな

かったとのこと。誤解が解消

され、居宅介護・計画相談と

もに継続利用することとなっ

た。
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№ サービス種別
申
出
人

苦情内容 苦情解決委員会の対応

 
就労継続支援

（Ｂ型）
家
族

【サービスの質や量】

事業所の衛生管理・感染対策が

十分ではないと感じる。先日、利用

している子がインフルエンザに感染

したが、その際にも家族に連絡して

迎えに来させるだけで他にもできる

対応があったのではないかと不満。

匿名を希望されたため、個

人が特定されないよう配慮し

ながら事業所に伝達をした。

 生活介護
利
用
者

【サービスの質や量】

職員が身体を痛めていることを

理由に、入浴介助の日を週５日から

週３日に減らされてしまった。

支持的に傾聴を行った。し

ばらくすると落ち着かれて相

談は終了した。

 
就労継続支援

（Ｂ型）
家
族

【説明・情報提供】

職員がコロナになり、その代わり

に利用者が送迎に来た。その理由を

問うたところ、 に則って対応し

たとのこと。説明に納得ができない。

の本来の活用場面と

は異なるのではないかという

見解を伝えた。管理者が何と

か対応しようと苦慮していた

様子だったと相談者が寄り添

う姿勢を見せたため、落ち着

いて直接話し合うことを勧め

た。

後日、双方の話し合いによ

り納得ができたとの連絡をい

ただいた。

 生活介護 家
族

【被害・損害】

子が利用中に開き戸の蝶番部分

で手を挟み怪我をした再発防止を

講じるよう求めたが応じてもらえな

かった。事故当時の様子や今後の

対応について管理者から行われな

かったことも不満。

事業所に苦情を申し入れ

た。ハード面でのけが防止の

措置や利用者動線にかかる

ルールの徹底を進めていると

の回答を得た。

 就労移行支援
利
用
者

【職員の接遇】

他の事業所を利用したいという

話し合いの際、甘えている、嫌なこ

とから逃げているだけなどと罵声を

浴びせられた。それらは家族まで及

び許しがたい。

事業所に苦情を申し入れ

た。申出人に対して敢えて厳

しく接した事情があったとの

ことだが、意図していない伝

わり方をしているようであり

対応を改めたいとの回答を

得た。
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№ サービス種別
申
出
人

苦情内容 苦情解決委員会の対応

 共同生活援助
利
用
者

【職員の接遇】

事業所から面倒が見られないと

言われている。自分自身も事業所

の職員の不始末を押し付けられたり

厳しすぎる時間管理などに辟易とし

て他のグループホームに移る予定

でいる。しかし保佐人についている

弁護士が利用料の支払いを行って

おらず退去ができない。

事業所に事情を聞き取る。

事情があり利用料に未納分

があるが、事業所を保佐人も

承知しており、退去に関して

問題はない。県外への転居を

考えており、支援の連続性が

保たれなくなることを心配し

ているとのこと。

申出人からの理解が得ら

れず不調となった。

 居宅介護
利
用
者

【職員の接遇】

利用していた居宅介護事業所の

ヘルパーにあらかじめ注意していた

にも関わらず思わせぶりな態度を

取られ、振り回された。

事業所への申し入れを行

い、計画相談員等にも事情を

聞き取るなどしたが、相談者

の納得には至らなかった。

 
就労継続支援

（Ｂ型）

利
用
者

【職員の接遇】

職員が陰で「洗い物でもさせてお

け」というような事を言っているのを

聞いてショックを受けている。なぜ

そのようなことを言ったのか問い質

してほしい。

事情調査を行い、その説明

により相談者の納得が得られ

た。

 
就労継続支援

（Ａ型）
家
族

【職員の接遇】

職場環境が大きく変わったことに

よりパニックになっていたところに職

員から「精神科に行ってこい！」と言

われたり、その後も周囲の利用者が

やりすぎだと感じるほど職員から息

子に対して追い詰めるような言動が

続いた。計画相談員に対しても来て

ほしくない、辞めてもらうという言葉

を発している。

苦情申し入れを行い、説明

を受けたが、相談者とサービ

ス管理責任者の認識や意向

が合わず、不調となった。

 共同生活援助
利
用
者

【サービスの質や量】

契約書やパンフレットの内容と実

際のサービス内容に差異があり、説

明もなく納得ができない。

事業所に事情調査を実施

した。対応に配慮を要する利

用者という認識のようだった

が、パンフレット記載の誤りに

ついて謝罪するなど、当事者

同士で話し合いを重ね、解決

に至った。
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№ サービス種別
申
出
人

苦情内容 苦情解決委員会の対応

 共同生活援助
利
用
者

【職員の接遇】

事業所から面倒が見られないと

言われている。自分自身も事業所

の職員の不始末を押し付けられたり

厳しすぎる時間管理などに辟易とし

て他のグループホームに移る予定

でいる。しかし保佐人についている

弁護士が利用料の支払いを行って

おらず退去ができない。

事業所に事情を聞き取る。

事情があり利用料に未納分

があるが、事業所を保佐人も

承知しており、退去に関して

問題はない。県外への転居を

考えており、支援の連続性が

保たれなくなることを心配し

ているとのこと。

申出人からの理解が得ら

れず不調となった。

 居宅介護
利
用
者

【職員の接遇】

利用していた居宅介護事業所の

ヘルパーにあらかじめ注意していた

にも関わらず思わせぶりな態度を

取られ、振り回された。

事業所への申し入れを行

い、計画相談員等にも事情を

聞き取るなどしたが、相談者

の納得には至らなかった。

 
就労継続支援

（Ｂ型）

利
用
者

【職員の接遇】

職員が陰で「洗い物でもさせてお

け」というような事を言っているのを

聞いてショックを受けている。なぜ

そのようなことを言ったのか問い質

してほしい。

事情調査を行い、その説明

により相談者の納得が得られ

た。

 
就労継続支援

（Ａ型）
家
族

【職員の接遇】

職場環境が大きく変わったことに

よりパニックになっていたところに職

員から「精神科に行ってこい！」と言

われたり、その後も周囲の利用者が

やりすぎだと感じるほど職員から息

子に対して追い詰めるような言動が

続いた。計画相談員に対しても来て

ほしくない、辞めてもらうという言葉

を発している。

苦情申し入れを行い、説明

を受けたが、相談者とサービ

ス管理責任者の認識や意向

が合わず、不調となった。

 共同生活援助
利
用
者

【サービスの質や量】

契約書やパンフレットの内容と実

際のサービス内容に差異があり、説

明もなく納得ができない。

事業所に事情調査を実施

した。対応に配慮を要する利

用者という認識のようだった

が、パンフレット記載の誤りに

ついて謝罪するなど、当事者

同士で話し合いを重ね、解決

に至った。
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№ サービス種別
申
出
人

苦情内容 苦情解決委員会の対応

 
就労継続支援

（Ｂ型）

利
用
者

【説明・情報提供】

事業所の状態がバタついている

ため、サビ管に相談もできず、他の

職員にも内職と私語で相談もでき

ずに困っている。

事業所に相談内容につい

て情報提供を行った。慌ただ

しくしており時間が取れなか

ったのは事実なので、相談者

に向き合う時間を確保したい

とのことだった。

 共同生活援助
利
用
者

【被害・損害】

ある利用者が相談者を含む事業

所入居の他の利用者の私物にいた

ずらして困っている。

事業所に事情を聞き取り、

解決に向けて介入していただ

くこととなった。

 
就労継続支援

（Ｂ型）

利
用
者

【職員の接遇】

他の利用者と揉めて悪口を言わ

れたが、その場で同席していた職員

は上司に対して聞こえていないと嘘

の報告をしたことに憤りを覚えてい

る。

申し入れなどは希望されな

かったため傾聴に努めた。同

日、家族より連絡があり、家

族が対応して解決に努めると

のことだった。

 
就労継続支援

（Ｂ型）

利
用
者

【サービスの質や量】

３月末付で契約終了と言われた

が納得しがたい。体調は回復してお

り、今後も利用継続をしたい。

相談者は高齢であり、これ

までもほとんど利用できてい

なかったため相談員とも協議

のうえで利用終了を勧めたと

のこと。相談者の納得は得ら

れなかった。
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③児童福祉（ 件） 

№ サービス種別
申
出
人

苦情内容 苦情解決委員会の対応

 保育所
家

族

【被害・損害】

園外保育中、保育士が目を離した

隙に子が離れてしまい高所から落下

する事故が発生した。園も過失を認

めて賠償という形になったが、弁護士

を介して話を始めた途端に自己保身

の対応に変わってしまい不満。

既に弁護士が介入して賠

償等についての話し合いが

進んでいる状態だったが、

事故後の園とのやり取りで

感じた不誠実さなどのお気

持ちをお伝えした。

 
放課後等デイサー

ビス
家
族

【サービスの質や量】

送迎中に事業所の鍵が紛失した。

子を犯人扱いされたため、詳しい説

明を求めたが説明が二転三転して不

信感がある。

また家族連携加算に必要な面談が

実施されておらず、事業所の運営体

制にも疑問を持っている。

事業所に事情を聞き取る

とともに、相談者と三者で面

談を実施した。

利用を継続できないとい

う結論となった。

 
放課後等デイサー

ビス
家
族

【説明・情報提供】

以前のトラブルから双方で上手く

折り合えない他の利用児がおり、その

子と２度目のトラブルが起きた際に相

手に怪我をさせてしまった。その後の

事業所の対応に不満。

事業所にトラブルやその

後の他意硫黄について聞き

取った。相談者に報告をし

たが、納得は得られなかっ

た。

 
放課後等デイサー

ビス
家
族

【サービスの質や量】

送迎担当者が待ち合わせ場所を誤

り、子が炎天下で長時間待たされるこ

とがあった。その後の対応や説明に

不足を感じ、今後も安心して利用で

きるか心配である。

事業所に苦情を申し入れ

た。

相談者を含めて面談を実

施し、原因究明と再発防止

策について説明され、相談

者の納得を得られた。

 その他障害児支援
利
用
者

【説明・情報提供】

平成３０年から支援経過のモニタリ

ングを受けている。前任の作成するモ

ニタリング報告書に不満があり担当

変更となったが、後任の担当はモニタ

リング報告書を相談者に示さず、夏

休み期間中のサービス調整も上手く

できなかったため改善をもとめたとこ

ろ、契約解消を言い渡された。

事業所に苦情を申し入

れ、事務局立ち合いのもと

解決のための面談を実施し

たが、双方の納得には至ら

なかった。
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③児童福祉（ 件） 

№ サービス種別
申
出
人

苦情内容 苦情解決委員会の対応

 保育所
家

族

【被害・損害】

園外保育中、保育士が目を離した

隙に子が離れてしまい高所から落下

する事故が発生した。園も過失を認

めて賠償という形になったが、弁護士

を介して話を始めた途端に自己保身

の対応に変わってしまい不満。

既に弁護士が介入して賠

償等についての話し合いが

進んでいる状態だったが、

事故後の園とのやり取りで

感じた不誠実さなどのお気

持ちをお伝えした。

 
放課後等デイサー

ビス
家
族

【サービスの質や量】

送迎中に事業所の鍵が紛失した。

子を犯人扱いされたため、詳しい説

明を求めたが説明が二転三転して不

信感がある。

また家族連携加算に必要な面談が

実施されておらず、事業所の運営体

制にも疑問を持っている。

事業所に事情を聞き取る

とともに、相談者と三者で面

談を実施した。

利用を継続できないとい

う結論となった。

 
放課後等デイサー

ビス
家
族

【説明・情報提供】

以前のトラブルから双方で上手く

折り合えない他の利用児がおり、その

子と２度目のトラブルが起きた際に相

手に怪我をさせてしまった。その後の

事業所の対応に不満。

事業所にトラブルやその

後の他意硫黄について聞き

取った。相談者に報告をし

たが、納得は得られなかっ

た。

 
放課後等デイサー

ビス
家
族

【サービスの質や量】

送迎担当者が待ち合わせ場所を誤

り、子が炎天下で長時間待たされるこ

とがあった。その後の対応や説明に

不足を感じ、今後も安心して利用で

きるか心配である。

事業所に苦情を申し入れ

た。

相談者を含めて面談を実

施し、原因究明と再発防止

策について説明され、相談

者の納得を得られた。

 その他障害児支援
利
用
者

【説明・情報提供】

平成３０年から支援経過のモニタリ

ングを受けている。前任の作成するモ

ニタリング報告書に不満があり担当

変更となったが、後任の担当はモニタ

リング報告書を相談者に示さず、夏

休み期間中のサービス調整も上手く

できなかったため改善をもとめたとこ

ろ、契約解消を言い渡された。

事業所に苦情を申し入

れ、事務局立ち合いのもと

解決のための面談を実施し

たが、双方の納得には至ら

なかった。
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№ サービス種別
申
出
人

苦情内容 苦情解決委員会の対応

 保育所

そ

の

他

【その他】

午後３時～４時頃の園周辺の路上

駐車が多く、交通の妨げになってい

る。警察や園にも直接伝えてあるが

対応しない。

匿名での相談。傾聴し、

園に苦情を伝えることを提

案したが、本人から行って

いるとのことで断られた。

 保育所 家
族

【サービスの質や量】

発達障害のある子が利用してい

る。進学するにあたり、特別支援学級

を利用するために園から教育委員会

に提出されるべき書類が、二度にわた

って期限内に提出されなかった。

事業所に苦情を申し入れ

た。事業所が非を認めて謝

罪し、再発防止の取り組み

を行っている。

 保育所 家
族

【サービスの質や量】

子どもの送迎時、保育士の目が十

分に行き届いていない。また、行事が

すべて平日であることに不満がある。

事業所に苦情を申し入

れ、回答を相談者に伝えた

が、その後の連絡が途絶え

た。

 保育所 家
族

【サービスの質や量】

園児に半袖半ズボン、裸足の保育

を強要している。園の方針とのことだ

が、それであれば園長も保育者も同

様の恰好をするべきではないか。体

調を崩したり、万が一のことがあるた

め、早急な対応を求めたい。

事業所に苦情を申し入れ

て回答を得た。申出人の納

得は得られなかったが、申

し入れにより意見を伝えら

れたことに満足しているとの

こと。

 
放課後等デイサー

ビス
家
族

【職員の接遇】

他の利用児とのトラブルに対する

対応や利用中の怪我に対する説明な

ど、保護者とのコミュニケーションの

不足や連絡そのものがしづらい体制

など、運営体制に対して不満。

聞き取り内容を整理して

事業所に苦情を申し入れ

た。

その後、双方から連絡が

途絶えた。

 保育所 家
族

【説明・情報提供】

保育所に申し込みをして、１２月に

利用決定となった。子は視力に関する

遺伝子疾患を持っているが、申し込

み時の面談で説明した際には特に問

題ないという反応だった。

２月になり園から面談を求められ、

入園を拒否された。病名診断もなく障

害認定されていない子に会いもせず

に、障害児は受け入れられないと一

方的に拒否され、許しがたい。

支持的に傾聴をした。見

通しの立たない現状に不安

が大きかったようで、一旦

は落ち着かれたものの、ま

た相談するかもしれないと

して終了となった。
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④その他（ 件）

№ サービス種別
申
出
人

苦情内容 苦情解決委員会の対応

 社会福祉協議会
利
用
者

【サービスの質や量】

障害年金のみで生活している。物

価高による支出増加により手持ち資

金が減っており不安。適切な金銭管

理が実施されていないのが原因と

思う。また支援者の爪の色が派手で

仕事に取り組む姿勢に疑問を感じ

る。

事業所に相談内容を伝達

した。相談者が大きく不安を

感じている物価高による生活

不安についてもあわせて共

有した。

 社会福祉協議会
利
用
者

【サービスの質や量】

生活福祉資金の貸付相談をして

いるが、資料提出や情報提供を重

ねているのに手続きが進まず不満。

社協に事情を聞き取る。特

段時間がかかっているわけ

ではないが、相談者の期待と

異なるスピード感であること

がわかったため、十分に説明

を尽くしていただくこととなっ

た。

 社会福祉協議会 家
族

【職員の接遇】

弟が日常生活自立支援事業を利

用している。

本人の同意なく生活費を減らさ

れたり、職員の付きまとい等があり

困っている。

担当する社会福祉協議会

に事情を聞き取る。相談者と

弟は関係性が良くなく、コミュ

ニケーションは把握していな

い。付きまといを指摘された

職員（他事業の担当）もその

時間帯には事務所で執務中

であることが確認できている

とのこと。

弟と相談者を含めて話し

合いの場を持ちたいとのこと

であった。

 その他
利
用
者

【職員の接遇】

相談に行ったが、こちらの事情も

聞かずに一方的に自分が悪いと言

われた。対応の改善を求めたい。

事業所に事情を聞き取る。

以前から関わっている方だ

が、本人の認識と事実は大き

く異なるとのこと。

 社会福祉協議会

利

用

者

【サービスの質や量】

物価高により生活費が嵩むが毎

月固定の金額以上の生活費を渡し

てもらえず生活が苦しい。

日常生活自立支援事業で

支援する社協に事情を聞き

取る。福祉サービス利用料の

滞納や本人の習慣による家

計圧迫に加えて預金残高の

認識と現実に差異があるた

め、説明しながら支援に取り

組んでいるとのこと。
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④その他（ 件）

№ サービス種別
申
出
人

苦情内容 苦情解決委員会の対応

 社会福祉協議会
利
用
者

【サービスの質や量】

障害年金のみで生活している。物

価高による支出増加により手持ち資

金が減っており不安。適切な金銭管

理が実施されていないのが原因と

思う。また支援者の爪の色が派手で

仕事に取り組む姿勢に疑問を感じ

る。

事業所に相談内容を伝達

した。相談者が大きく不安を

感じている物価高による生活

不安についてもあわせて共

有した。

 社会福祉協議会
利
用
者

【サービスの質や量】

生活福祉資金の貸付相談をして

いるが、資料提出や情報提供を重

ねているのに手続きが進まず不満。

社協に事情を聞き取る。特

段時間がかかっているわけ

ではないが、相談者の期待と

異なるスピード感であること

がわかったため、十分に説明

を尽くしていただくこととなっ

た。

 社会福祉協議会 家
族

【職員の接遇】

弟が日常生活自立支援事業を利

用している。

本人の同意なく生活費を減らさ

れたり、職員の付きまとい等があり

困っている。

担当する社会福祉協議会

に事情を聞き取る。相談者と

弟は関係性が良くなく、コミュ

ニケーションは把握していな

い。付きまといを指摘された

職員（他事業の担当）もその

時間帯には事務所で執務中

であることが確認できている

とのこと。

弟と相談者を含めて話し

合いの場を持ちたいとのこと

であった。

 その他
利
用
者

【職員の接遇】

相談に行ったが、こちらの事情も

聞かずに一方的に自分が悪いと言

われた。対応の改善を求めたい。

事業所に事情を聞き取る。

以前から関わっている方だ

が、本人の認識と事実は大き

く異なるとのこと。

 社会福祉協議会

利

用

者

【サービスの質や量】

物価高により生活費が嵩むが毎

月固定の金額以上の生活費を渡し

てもらえず生活が苦しい。

日常生活自立支援事業で

支援する社協に事情を聞き

取る。福祉サービス利用料の

滞納や本人の習慣による家

計圧迫に加えて預金残高の

認識と現実に差異があるた

め、説明しながら支援に取り

組んでいるとのこと。
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№ サービス種別
申
出
人

苦情内容 苦情解決委員会の対応

 社会福祉協議会
利
用
者

【サービスの質や量】

今週末にＢ型事業所の遠足があ

るので、そのためのお小遣いを出し

てもらいたいと依頼しているが、返

事がもらえていない。

社協に事情を聞き取る。当

日の始業前に社協に依頼し、

３０分後には苦情相談をされ

ていることがわかった。

担当者が研修で終日不在

であるが、他の職員が対応す

る予定との回答を得た。

 社会福祉協議会 家
族

【説明・情報提供】

相談者と娘が日常生活自立支援

事業を利用しているが、専門員があ

まり話を聞いてくれず、また説明さ

れる内容も難しく理解ができない。

専門員の交代を求めているがそれ

に対する返答や説明がないので求

めたい。

相談内容を社協の担当者

に伝えてほしいとの要望に応

じて伝達した。

 社会福祉協議会
利
用
者

【その他】

緊急小口資金の申請をしたが、

既知の事情を理由に貸付不承認と

なったことに納得できない。

社協に苦情を申し入れて

事情を聞き取る。相談者のい

う既知の事実が申請書に反

映されていなかったことから

不承認と判断したとの回答と

ともに、既知の事実を反映し

て再申請可能との提案があ

り、納得を得られた。

 社会福祉協議会 家
族

【サービスの質や量】

利用者である娘が何度も専門員

に電話をしているのに、伝言もせず

折り返しもない。強く不満を感じる。

不満を当該社協に伝えて

もらいたいとのことだったた

め伝達した。

その際の聞き取りによる

と、娘は専門員と電話で話す

ことができているとのこと。

 社会福祉協議会
利
用
者

【職員の接遇】

エアコンの効きが悪く購入費貸付

の申請をしたが、社協の職員はエア

コンが壊れていないため難しいとい

う態度で不満。

支持的に傾聴し、社協に共

有するとともに聞き取りを行

った。

動作状況に異常は見受け

られないものの、申請してい

ただく方向で進めているとの

こと。
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№ サービス種別
申
出
人

苦情内容 苦情解決委員会の対応

 社会福祉協議会
利
用
者

【説明・情報提供】

生活福祉資金の貸し付け手続き

中に家計収支の報告を求められた。

提出する理由を市社協の担当者に

聞いても県社協から求められてい

るという答えで納得ができない。

申請のために必要な書類

であることを伝えたうえで、な

ぜ必要なのかを直接説明を

受けるよう勧めた。

 社会福祉協議会
利
用
者

【職員の接遇】

コロナにり患したことを日常生活

自立支援事業の生活支援員に揶揄

され、そのことを相談した専門員か

らはコロナになったことを言いふら

したからだと逆に非難され許しがた

い。

社協に事情を聞き取って

いたところ、相談者から連絡

があり、母に相談して取り下

げることとしたとのこと。
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（５）苦情相談・事情調査の実施

・相談者の希望に応じて、出張面談を実施した。

苦情受付面談（相談者宅等で実施） ３件

苦情解決面談（事業所等で実施） ５件

事情調査面談（事業所等で実施） ５件

調査研究活動

①令和５度事業報告書の作成・配付 部

②ウェブフォームによる苦情解決体制状況調査の実施

広報・啓発・研修会等

①事業所面談・訪問調査等の場で出前型・リモート型苦情解決研修用教材の周知

②ホームページで、社会福祉法に位置付けられた苦情解決制度の概要、令和５年度

の苦情受付状況等を広報

③ホームページに苦情解決制度広報啓発用チラシ、苦情解決マニュアルを掲載

④事業所の求めに応じて苦情解決対応研修の実施

令和７年１月１８日 ９：００～１０：３０ わかすぎ第３保育園

７ 巡回指導（事業所訪問）

社会福祉事業者段階における苦情解決が適切に行なわれるよう、福祉サービス事

業所を訪問して、苦情解決体制の整備状況や福祉サービスに関する相談・要望・苦

情等への対応等、事業者における苦情解決事業の取り組み状況を把握するため実施

した。

【苦情解決委員会による事業所訪問】

実施年月日 訪問施設・事業所

令和７年２月１９日
【児童】放課後等デイサービス きらり

【障害】就労継続支援 型事業所 あいびー伊勢

令和７年２月２５日
【障害】就労継続支援 型事業所 鈴鹿

【高齢者】特別養護老人ホーム 和らぎ水沢

令和７年２月２６日
【児童】放課後等デイサービスＡＡＯゆめ

【児童】あいうえお保育園

令和７年３月 ６日
【障害】身障者就労センター上々

【障害】 ・ハニービー松阪

令和７年３月１０日 【高齢者】通所介護事業所 さくらいろ

令和７年３月１１日 【障害】障がい者グループホーム アイドゥ

３６ 
 

№ サービス種別
申
出
人

苦情内容 苦情解決委員会の対応

 社会福祉協議会
利
用
者

【説明・情報提供】

生活福祉資金の貸し付け手続き

中に家計収支の報告を求められた。

提出する理由を市社協の担当者に

聞いても県社協から求められてい

るという答えで納得ができない。

申請のために必要な書類

であることを伝えたうえで、な

ぜ必要なのかを直接説明を

受けるよう勧めた。

 社会福祉協議会
利
用
者

【職員の接遇】

コロナにり患したことを日常生活

自立支援事業の生活支援員に揶揄

され、そのことを相談した専門員か

らはコロナになったことを言いふら

したからだと逆に非難され許しがた

い。

社協に事情を聞き取って

いたところ、相談者から連絡

があり、母に相談して取り下

げることとしたとのこと。
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社会福祉法（抄）

第 章 福祉サービスの適切な利用

第 節 福祉サービスの利用の援助等

（福祉サービス利用援助事業の実施にあたっての配慮）

第 条 福祉サービス利用援助事業を行う者は、当該事業を行うに当たっては、利用者の意向

を十分に尊重するとともに、利用者の立場に立って公正かつ適切な方法により行わなければな

らない。

（都道府県社会福祉協議会の行なう福祉サービス利用援助事業等）

第 条 都道府県社会福祉協議会は、第１１０条第１項に掲げる事業を行うほか、福祉サービ

ス利用援助事業を行う市町村社会福祉協議会その他の者と協力して都道府県の区域内において

あまねく福祉サービス利用援助事業が実施されるために必要な事業を行うとともに、これと併

せて、当該事業に従事する者の資質の向上のための事業並びに福祉サービス利用援助事業に関

する普及及び啓発を行うものとする。

（社会福祉事業の経営者による苦情の解決）

第 条 社会福祉事業の経営者は、常に、その提供するサービスについて、利用者等からの苦

情の適切な解決に努めなければならない。

（運営適正化委員会）

第 条 都道府県の区域内において、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとと

もに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議

会に、人格が高潔であって、社会福祉に関する識見を有し、かつ、社会福祉、法律又は医療に関

し学識経験を有する者で構成される運営適正化委員会を置くものとする。

（運営適正化委員会の行う福祉サービス利用援助事業に関する助言等）

第 条 運営適正化委員会は、第 条の規定により行われる福祉サービス利用援助事業の適

正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該福祉サービス利用援助事業を行う

者に対して必要な助言又は勧告をすることができる。

福祉サービス利用援助事業を行う者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければ

ならない。

（運営適正化委員会の行う苦情の解決のための相談等）

第 条 運営適正化委員会は、福祉サービスに関する苦情について解決の申出があったときは、

その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するものとする。

運営適正化委員会は、前項の申出人及び当該申出人に対し福祉サービスを提供した者の同意

を得て、苦情の解決のあっせんを行うことができる。

（運営適正化委員会から都道府県知事への通知）

第 条 運営適正化委員会は、苦情の解決に当たり、当該苦情に係る福祉サービスの利用者の

処遇につき不当な行為が行なわれているおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、速

やかにその旨を通知しなければならない。



・ 

・ 

・ 

・ 
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社会福祉法（抄）

第 章 福祉サービスの適切な利用

第 節 福祉サービスの利用の援助等

（福祉サービス利用援助事業の実施にあたっての配慮）

第 条 福祉サービス利用援助事業を行う者は、当該事業を行うに当たっては、利用者の意向

を十分に尊重するとともに、利用者の立場に立って公正かつ適切な方法により行わなければな

らない。

（都道府県社会福祉協議会の行なう福祉サービス利用援助事業等）

第 条 都道府県社会福祉協議会は、第１１０条第１項に掲げる事業を行うほか、福祉サービ

ス利用援助事業を行う市町村社会福祉協議会その他の者と協力して都道府県の区域内において

あまねく福祉サービス利用援助事業が実施されるために必要な事業を行うとともに、これと併

せて、当該事業に従事する者の資質の向上のための事業並びに福祉サービス利用援助事業に関

する普及及び啓発を行うものとする。

（社会福祉事業の経営者による苦情の解決）

第 条 社会福祉事業の経営者は、常に、その提供するサービスについて、利用者等からの苦

情の適切な解決に努めなければならない。

（運営適正化委員会）

第 条 都道府県の区域内において、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとと

もに、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、都道府県社会福祉協議

会に、人格が高潔であって、社会福祉に関する識見を有し、かつ、社会福祉、法律又は医療に関

し学識経験を有する者で構成される運営適正化委員会を置くものとする。

（運営適正化委員会の行う福祉サービス利用援助事業に関する助言等）

第 条 運営適正化委員会は、第 条の規定により行われる福祉サービス利用援助事業の適

正な運営を確保するために必要があると認めるときは、当該福祉サービス利用援助事業を行う

者に対して必要な助言又は勧告をすることができる。

福祉サービス利用援助事業を行う者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければ

ならない。

（運営適正化委員会の行う苦情の解決のための相談等）

第 条 運営適正化委員会は、福祉サービスに関する苦情について解決の申出があったときは、

その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するものとする。

運営適正化委員会は、前項の申出人及び当該申出人に対し福祉サービスを提供した者の同意

を得て、苦情の解決のあっせんを行うことができる。

（運営適正化委員会から都道府県知事への通知）

第 条 運営適正化委員会は、苦情の解決に当たり、当該苦情に係る福祉サービスの利用者の

処遇につき不当な行為が行なわれているおそれがあると認めるときは、都道府県知事に対し、速

やかにその旨を通知しなければならない。
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障 第 ４ ５ ２ 号 
社 援 第 １ ３ ５ ２ 号 
老 発 第 ５ １ ４ 号 
児 発 第 ５ ７ ５ 号 
平成 12 年６月７日 

 
（ 一 部 改 正 ） 
雇児発０３０７第１号 

社援発０３０７第６号 

老 発０３０７第 42 号 

平 成 29 年 ３ 月 ７ 日 
 
  都道府県知事 
各 指定都市市長 殿 
  中核市市長 
 

厚生省大臣官房障害保健福祉部長 
厚 生 省 社 会 ・ 援 護 局 長 
厚 生 省 老 健 局 長 
厚 生 省 児 童 家 庭 局 長 

 
 
社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について 

 
 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成 12 年６

月７日法律第 111 号)の施行に伴い、社会福祉法第 82 条の規定により、社会福祉事業の

経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解

決に努めなければならないものとされます。 

 そこで、新たに導入される苦情解決の仕組みが円滑に機能するよう、福祉サービスを

提供する経営者が自ら苦情解決に積極的に取り組む際の参考として、苦情解決の体制や

手順等について別紙のとおり指針を作成しましたので、貴管内市町村(指定都市及び中

核市除く)及び関係者に周知をお願いします。 

 なお、当該指針については、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の４第１項

の規定に基づく技術的助言として通知するものです。 

 また、社会福祉法第 65 条の規定により、厚生大臣が利用者等からの苦情への対応に

ついて必要とされる基準を定めることとされたこと等に伴う対応については、児童福祉

法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法等に基づく各施設の最低基準の改正等を検討

しているところであり、追って通知する予定です。 

改正後全文 



－ 41 －

障 第 ４ ５ ２ 号 
社 援 第 １ ３ ５ ２ 号 
老 発 第 ５ １ ４ 号 
児 発 第 ５ ７ ５ 号 
平成 12 年６月７日 

 
（ 一 部 改 正 ） 
雇児発０３０７第１号 

社援発０３０７第６号 

老 発０３０７第 42 号 

平 成 29 年 ３ 月 ７ 日 
 
  都道府県知事 
各 指定都市市長 殿 
  中核市市長 
 

厚生省大臣官房障害保健福祉部長 
厚 生 省 社 会 ・ 援 護 局 長 
厚 生 省 老 健 局 長 
厚 生 省 児 童 家 庭 局 長 

 
 
社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について 

 
 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成 12 年６

月７日法律第 111 号)の施行に伴い、社会福祉法第 82 条の規定により、社会福祉事業の

経営者は、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解

決に努めなければならないものとされます。 

 そこで、新たに導入される苦情解決の仕組みが円滑に機能するよう、福祉サービスを

提供する経営者が自ら苦情解決に積極的に取り組む際の参考として、苦情解決の体制や

手順等について別紙のとおり指針を作成しましたので、貴管内市町村(指定都市及び中

核市除く)及び関係者に周知をお願いします。 

 なお、当該指針については、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 245 条の４第１項

の規定に基づく技術的助言として通知するものです。 

 また、社会福祉法第 65 条の規定により、厚生大臣が利用者等からの苦情への対応に

ついて必要とされる基準を定めることとされたこと等に伴う対応については、児童福祉

法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法等に基づく各施設の最低基準の改正等を検討

しているところであり、追って通知する予定です。 

改正後全文 

1 

 

(別紙) 

 

社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針 

 

(対象事業者) 

 社会福祉法第２条に規定する社会福祉事業を経営する者とする。 

 また、上記以外の福祉サービスを提供する者等についても、本指針を参考として、苦

情解決の仕組みを設けることが望まれる。 

  

 

1 苦情解決の仕組みの目的 

 ○ 自ら提供するサービスから生じた苦情について、自ら適切な対応を行うことは、

社会福祉事業の経営者の重要な責務である。 

 ○ このような認識に立てば、苦情への適切な対応は、自ら提供する福祉サービスの

検証・改善や利用者の満足感の向上、虐待防止・権利擁護の取組の強化など、福祉

サービスの質の向上に寄与するものであり、こうした対応の積み重ねが社会福祉事

業を経営する者の社会的信頼性の向上にもつながる。 

 ○ 苦情を密室化せず、社会性や客観性を確保し、一定のルールに沿った方法で解決

を進めることにより、円滑・円満な解決の促進や事業者の信頼や適正性の確保を図

ることが重要である。 

 

2 苦情解決体制 

(1) 苦情解決責任者 

   苦情解決の責任主体を明確にするため、施設長、理事等を苦情解決責任者とする。 

 

(2) 苦情受付担当者 

 ○ サービス利用者が苦情の申出をしやすい環境を整えるため、職員の中から苦情受

付担当者を任命する。 

 ○ 苦情受付担当者は以下の職務を行う。 

  ア 利用者からの苦情の受付 

  イ 苦情内容、利用者の意向等の確認と記録 

  ウ 受け付けた苦情及びその改善状況等の苦情解決責任者及び第三者委員への報

告 

 

(3) 第三者委員 

   苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮した適切な対応

を推進するため、第三者委員を設置する。 

 ○ 設置形態 
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  ア 事業者は、自らが経営するすべての事業所・施設の利用者が第三者委員を活用

できる体制を整備する。 

  イ 苦情解決の実効性が確保され客観性が増すのであれば、複数事業所や複数法人

が共同で設置することも可能である。 

 ○ 第三者委員の要件 

  ア 苦情解決を円滑・円満に図ることができる者であること。 

  イ 世間からの信頼性を有する者であること。 

 (例示) 

  評議員、監事又は監査役、社会福祉士、民生委員・児童委員、大学教授、弁護士な

ど 

 ○ 人数 

   第三者委員は、中立・公正性の確保のため、複数であることが望ましい。その際、

即応性を確保するため個々に職務に当たることが原則であるが、委員相互の情報交

換等連携が重要である。 

 ○ 選任方法 

   第三者委員は、経営者の責任において選任する。 

 (例示) 

  ア 理事会が選考し、理事長が任命する。 

  イ 選任の際には、運営協議会や利用者等からの意見聴取を行う。 

 

 ○ 職務 

  ア 苦情受付担当者からの受け付けた苦情内容の報告聴取 

  イ 苦情内容の報告を受けた旨の苦情申出人への通知 

  ウ 利用者からの苦情の直接受付 

  エ 苦情申出人への助言 

  オ 事業者への助言 

  カ 苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの立ち会い、助言 

  キ 苦情解決責任者からの苦情に係る事案の改善状況等の報告聴取 

  ク 日常的な状況把握と意見傾聴 

 ○ 報酬 

   第三者委員への報酬は中立性の確保のため、実費弁償を除きできる限り無報酬と

することが望ましい。ただし、第三者委員の設置の形態又は報酬の決定方法により

中立性が客観的に確保できる場合には、報酬を出すことは差し支えない。 

   なお、かかる経費について措置費等より支出することは、差し支えないものとす

る。 

 

3 苦情解決の手順 

(1) 利用者への周知 
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  ア 事業者は、自らが経営するすべての事業所・施設の利用者が第三者委員を活用

できる体制を整備する。 

  イ 苦情解決の実効性が確保され客観性が増すのであれば、複数事業所や複数法人

が共同で設置することも可能である。 

 ○ 第三者委員の要件 

  ア 苦情解決を円滑・円満に図ることができる者であること。 

  イ 世間からの信頼性を有する者であること。 

 (例示) 

  評議員、監事又は監査役、社会福祉士、民生委員・児童委員、大学教授、弁護士な

ど 

 ○ 人数 

   第三者委員は、中立・公正性の確保のため、複数であることが望ましい。その際、

即応性を確保するため個々に職務に当たることが原則であるが、委員相互の情報交

換等連携が重要である。 

 ○ 選任方法 

   第三者委員は、経営者の責任において選任する。 

 (例示) 

  ア 理事会が選考し、理事長が任命する。 

  イ 選任の際には、運営協議会や利用者等からの意見聴取を行う。 

 

 ○ 職務 

  ア 苦情受付担当者からの受け付けた苦情内容の報告聴取 

  イ 苦情内容の報告を受けた旨の苦情申出人への通知 

  ウ 利用者からの苦情の直接受付 

  エ 苦情申出人への助言 

  オ 事業者への助言 

  カ 苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの立ち会い、助言 

  キ 苦情解決責任者からの苦情に係る事案の改善状況等の報告聴取 

  ク 日常的な状況把握と意見傾聴 

 ○ 報酬 

   第三者委員への報酬は中立性の確保のため、実費弁償を除きできる限り無報酬と

することが望ましい。ただし、第三者委員の設置の形態又は報酬の決定方法により

中立性が客観的に確保できる場合には、報酬を出すことは差し支えない。 

   なお、かかる経費について措置費等より支出することは、差し支えないものとす

る。 

 

3 苦情解決の手順 

(1) 利用者への周知 

3 

 

   施設内への掲示、パンフレットの配布等により、苦情解決責任者は、利用者に対

して、苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員の氏名・連絡先や、苦情解

決の仕組みについて周知する。 

 

(2) 苦情の受付 

 ○ 苦情受付担当者は、利用者等からの苦情を随時受け付ける。なお、第三者委員も

直接苦情を受け付けることができる。 

 ○ 苦情受付担当者は、利用者からの苦情受付に際し、次の事項を書面に記録し、そ

の内容について苦情申出人に確認する。 

  ア 苦情の内容 

  イ 苦情申出人の希望等 

  ウ 第三者委員への報告の要否 

  エ 苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの第三者委員の助言、立ち会いの要

否 

 ○ ウ及びエが不要な場合は、苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いによる解決を

図る。 

 

(3) 苦情受付の報告・確認 

 ○ 苦情受付担当者は、受け付けた苦情はすべて苦情解決責任者及び第三者委員に報

告する。ただし、苦情申出人が第三者委員への報告を明確に拒否する意思表示をし

た場合を除く。 

 ○ 投書など匿名の苦情については、第三者委員に報告し、必要な対応を行う。 

 ○ 第三者委員は、苦情受付担当者から苦情内容の報告を受けた場合は、内容を確認

するとともに、苦情申出人に対して報告を受けた旨を通知する。 

 

(4) 苦情解決に向けての話し合い 

 ○ 苦情解決責任者は苦情申出人との話し合いによる解決に努める。その際、苦情申

出人又は苦情解決責任者は、必要に応じて第三者委員の助言を求めることができる。 

 ○ 第三者委員の立ち会いによる苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いは、次によ

り行う。 

  ア 第三者委員による苦情内容の確認 

  イ 第三者委員による解決案の調整、助言 

  ウ 話し合いの結果や改善事項等の書面での記録と確認 

  なお、苦情解決責任者も第三者委員の立ち会いを要請することができる。 

 

(5) 苦情解決の記録、報告 

   苦情解決や改善を重ねることにより、サービスの質が高まり、運営の適正化が確

保される。これらを実効あるものとするため、記録と報告を積み重ねるようにする。 



－ 44 －

4 

 

  ア 苦情受付担当者は、苦情受付から解決・改善までの経過と結果について書面に

記録をする。 

  イ 苦情解決責任者は、一定期間毎に苦情解決結果について第三者委員に報告し、

必要な助言を受ける。 

  ウ 苦情解決責任者は、苦情申出人に改善を約束した事項について、苦情申出人及

び第三者委員に対して、一定期間経過後、報告する。 

 

(6) 解決結果の公表 

 利用者によるサービスの選択や事業者によるサービスの質や信頼性の向上を図る

ため、個人情報に関するものを除き、インターネットを活用した方法のほか、「事業

報告書」や「広報誌」等に実績を掲載し、公表する。 
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  ア 苦情受付担当者は、苦情受付から解決・改善までの経過と結果について書面に

記録をする。 

  イ 苦情解決責任者は、一定期間毎に苦情解決結果について第三者委員に報告し、

必要な助言を受ける。 

  ウ 苦情解決責任者は、苦情申出人に改善を約束した事項について、苦情申出人及

び第三者委員に対して、一定期間経過後、報告する。 

 

(6) 解決結果の公表 

 利用者によるサービスの選択や事業者によるサービスの質や信頼性の向上を図る

ため、個人情報に関するものを除き、インターネットを活用した方法のほか、「事業

報告書」や「広報誌」等に実績を掲載し、公表する。 

社 援 第 １ ３ ５ ４ 号 

平成 12 年６月７日 

 

（ 一 部 改 正 ） 

社援発０３０７第７号 

平成 29 年３月７日 

 

各都道府県知事 殿 

 

厚生省社会・援護局長 

 

 

運営適正化委員会における福祉サービスに関する苦情解決事業について 

 

 

 本日付けで公布、施行された「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改

正する等の法律(平成 12年法律第 111 号)」の施行に伴い、社会福祉法第 83 条の規定に

より、福祉サービス利用援助事業の適正な運営の確保及び福祉サービスに関する苦情の

解決を行う機関として、都道府県社会福祉協議会に運営適正化委員会が設置されること

となったところです。 

 つきましては、運営適正化委員会が行う福祉サービスに関する苦情解決事業について、

別紙のとおり実施要綱を定めましたので、管下関係機関にご周知の上、円滑な事業実施

が図られるよう、ご配意願います。 

 なお、当該実施要綱は、地方自治法(昭和 22年法律第 67号)第 245 条の４第１項の規

定に基づく技術的助言として通知するものです。 

 

 

改正後全文 
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別紙 

 

運営適正化委員会における福祉サービスに関する苦情解決事業実施要綱 

 

第 1 実施目的 

 運営適正化委員会における福祉サービスに関する苦情解決事業(以下「事業」とい

う。)は、福祉サービスに関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、助言、

相談、調査若しくはあっせん又は都道府県知事への通知を行うことにより、福祉サ

ービスの適切な利用又は提供を支援するとともに、福祉サービスの利用者の権利を

擁護することを目的とする。 

 

第 2 実施主体 

 事業は、都道府県社会福祉協議会に設置する運営適正化委員会が実施する。 

 

第 3 事業の実施体制 

 苦情解決事業に係る個別具体的な案件については、運営適正化委員会に設置され

る苦情解決合議体により取り扱うこととする。運営適正化委員会及び苦情解決合議

体の組織等については、社会福祉法(昭和 26 年法律第 45 号)、社会福祉法施行令(昭

和 33 年政令第 185 号)、社会福祉法施行規則(昭和 26 年厚生省令第 28 号)及び運営

適正化委員会等の設置要綱について(平成 12 年６月７日社援第 1353 号社会・援護局

長通知)の定めるところによる。 

 

第 4 事業の対象範囲 

 1 対象とする「福祉サービス」の範囲 

  事業の対象とする福祉サービスの範囲は、社会福祉法第２条に規定する社会福

祉事業において提供されるすべての福祉サービスとすること。 

  ただし、地域における社会福祉事業以外の福祉サービスの供給状況などを踏ま

え、これらのサービス利用者等の権利擁護を積極的に推進するため、運営適正化

委員会が必要と認める場合は、対象範囲を拡大することができる。 

 

 2 対象とする「苦情」の範囲 

  事業の対象とする苦情の範囲は、次のとおりとすること。 

 (1) 特定の利用者からの福祉サービスに関する苦情 

  ① 福祉サービスに係る処遇の内容に関する苦情 

  ② 福祉サービスの利用契約の締結、履行又は解除に関する苦情 

 (2) (1)以外に、不特定の利用者に対する福祉サービスの提供に関する申し立て 

  ① 福祉サービスに係る処遇の内容に関する申し立て 

  ② 福祉サービスの利用契約の締結、履行又は解除に関する申し立て 
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 2 対象とする「苦情」の範囲 

  事業の対象とする苦情の範囲は、次のとおりとすること。 

 (1) 特定の利用者からの福祉サービスに関する苦情 

  ① 福祉サービスに係る処遇の内容に関する苦情 

  ② 福祉サービスの利用契約の締結、履行又は解除に関する苦情 
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 なお、次に該当する場合は、実質的な苦情解決が困難なものとして、事業の対

象として取り扱わないことができること。 

 (1) 苦情に係る紛争について、裁判所において係争中又は判決等がなされた場合 

 (2) 行政不服審査法の規定による不服申し立てがなされている又は不服申し立

てによる裁決、決定があった場合 

 (3) 他の苦情解決機関において既に受理され、審査等が行われている場合 

 (4) 既に当該運営適正化委員会において、審査等がなされ、対応が終了している

場合 

 (5) 苦情の原因となった事実から一定期間が経過するなど、確実な事情調査を実

施することが困難と判断される場合 

 (6) 業務上の過失に該当するか否かの調査の要求を主たる内容とする場合 

 (7) 他機関での対応が優先されるべき内容である場合 

 

 3 苦情の「申出人」の範囲 

  苦情の申出人の範囲は、次のとおりとすること。 

 (1) 特定の利用者からの福祉サービスに関する苦情 

   福祉サービスの利用者、その家族、代理人等 

 (2) (1)以外に、不特定の利用者に対する福祉サービスの提供に関する申し立て 

    民生委員・児童委員、当該事業者の職員等、当該福祉サービスの提供に関す

る状況を具体的かつ的確に把握している者 

 

第 5 事業の実施方法 

 1 苦情の受付等 

 (1) 苦情の申出は、委員又は常設の事務局が、できる限り常時受け付けること。 

 (2) 苦情の受付に際しては、内容の確認、書面での整理及び解決方法に関する苦

情の申出人(以下「申出人」という。)の意向の確認を行うこと。 

    その際、事業の対象外である苦情等については、関係機関等を紹介するなど

適切な対応を行うこと。 

 なお、運営適正化委員会による第三者的な判断等を必要とせず、直接、当該

苦情に係る福祉サービスを提供した社会福祉事業の経営者(以下「事業者」と

いう。)との話合い等により解決することが適当であると認められる苦情につ

いては、申出人又は申出人及び事業者の双方に対して、当事者同士による適切

な解決を推奨すること。 

 (3) 虐待や法令違反など明らかに改善を要する重大な不当行為等に関する内容

の苦情を受けた場合には、都道府県知事に対し、速やかに通知すること。 

    また、関係法令により通報が義務付けられている事項については、当該関係

法令の定めるところにより、関係機関に対し、速やかに通報すること。 

 (4) 投書等の匿名の苦情を受けた場合についても、内容に応じた適切な対応を行
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うこと。 

 

 2 解決方法の検討 

  申出人の意向を尊重しつつ、次の事項の要否など解決のための方法を検討する

こと。 

  ① 事情調査 

  ② 申出人への助言 

  ③ 申出人と事業者との話合い等による解決のあっせん 

  ④ 都道府県知事への通知 

 

 3 事情調査 

  苦情の内容の事実確認を行う必要がある場合には、申出人及び事業者の双方の

同意を得て、おおむね次の手順で事情調査を行うこと。 

  ① 事業者に対する苦情内容の通知 

  ② 聴き取り又は実地調査などによる苦情の内容に関する事実確認 

  ③ 事業者の意見等の聴取 

  ※ なお、運営適正化委員会の行う事情調査その他事業に関連する範囲内にお

いて、事業者又は関係職員がその職務等に関する事実を同委員会に伝えるこ

とについては、事情調査について利用者の同意を得ていることから、社会福

祉に関する法令等において課されている秘密保持義務違反に該当しない「正

当な理由」と解される。 

 

 4 解決方法の決定 

 (1) 事情調査に基づき、申出人に対する助言、事業者に対する申入れ等の要否及

びその内容の検討を行うこと。 

 (2) 事情調査の結果、申出人その他福祉サービスの利用者の処遇につき不当な行

為が行われているおそれがあると認める場合は、都道府県知事に対し、速やか

に通知すること。 

    また、関係法令により通報が義務付けられている事項については、当該関係

法令の定めるところにより、関係機関に対し、速やかに通報すること。 

 (3) 解決方法の検討結果に基づき、必要に応じ、申出人に対する助言や事業者に

対する申入れを適切に行うこと。 

 (4) 検討の結果、申出人と事業者との話合いによる解決が適当と認められる場合

は、双方に対し、合議体の行うあっせんについて紹介すること。 

 

 5 あっせん 

  社会福祉法施行規則に定めるところによるほか、次によること。 

 (1) 苦情の解決のためのあっせんにおいては、合議体の委員があっせん員になる
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こと。 

 (2) あっせん員は、公正性の確保のため複数名とすること。 

 (3) 話合いのみで解決ができないと認められる場合は、合議体のあっせん案の提

示についての要否を申出人及び事業者の双方から確認すること。 

 (4) 申出人及び事業者の双方からあっせん案の提示についての要求がある場合

には、合議体においてあっせん案を作成し、申出人及び事業者に提示すること。 

 

 6 結果の確認 

  不調に終わったものを除き、一定期間経過後、申出人及び事業者から、解決結

果又は当該苦情に係る事項の改善結果などの報告を受け、確認すること。 

 

 7 苦情の件数、処理結果等の公表 

  運営適正化委員会は、少なくとも年に 1 回、申出のあった苦情の件数、内容、

処理結果等について、プライバシーに配慮した適切な方法により公表を行うこと。 

 

 8 標準処理期間 

  事例の積み重ねにより、苦情の受付からあっせん案の提示まで等に要する標準

的な期間を公表すること。 

 

第 6 その他関連事業の実施について 

 1 広報・啓発活動 

  事業について、利用者、社会福祉事業の経営者等に対して幅広く周知を図り、

苦情の申出をしやすくするとともに、社会福祉事業の経営者が安心して事業を利

用することができるようにするため、事業に関するパンフレットを作成して配布

するなど、広報・啓発に努めること。 

 

 2 社会福祉事業の経営者等に対する研修会 

  苦情の解決の仕組みの周知や理解の促進を図るため、社会福祉事業の経営者等

に対して必要な研修を実施すること。 

 

 3 巡回指導について 

 社会福祉事業の経営者の段階における自主的な苦情解決が適切に行われるよう、

社会福祉事業の経営者の求めに応じて巡回指導を行うこと。 

 

 4 調査研究について 

  苦情を適切に解決した事例を蓄積することにより、苦情内容に応じた解決手順

の定型化を図るなど、円滑な事業の実施に資するための調査研究を行うこと。 

  また、調査研究の成果を書籍等にするなどの取組が望まれる。 
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第 7 他の苦情解決の仕組み等との関係について 

  福祉サービスに関する苦情への対応については、地方自治体、社会福祉事業の

経営者団体などにおいて相談窓口が設けられつつあるが、さまざまな苦情解決の

仕組みが整備されることは望ましいことであり、どの仕組みを利用するかは、利

用者の選択によることが基本である。 

  なお、介護保険制度の対象となる福祉サービスに関する苦情については、介護

保険法に基づき、国民健康保険団体連合会において対応することが基本であるが、

利用者の選択により運営適正化委員会の事業を活用することも当然可能である。 

  このような前提の下、利用者の権利擁護を図る観点から、他の苦情解決機関等

との連携を十分に確保すること。したがって、介護報酬の一部負担分の支払に関

する苦情等、運営適正化委員会での対応が難しい苦情については、国民健康保険

団体連合会の窓口を紹介するなど、苦情の内容等に応じた適切な対応を行うこと

が重要であるため、各地域の実情に応じて、関係機関との密接な連絡体制の整備

を図ること。 

  また、生活福祉資金等、独自の審査機関等を設けているものについては、苦情

解決の調査に当たってこれらの機関に照会する等の対応を行うこと。 

 

第 8 国庫補助 

  本実施要綱に基づく事業に要する経費については、別に定めるところにより補

助するものとする。 
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三重県福祉サービス運営適正化委員会規程

（設 置）

第 条 社会福祉法第 条の規程に基づき、社会福祉法人 三重県社会福祉協議会（以

下「三重県社協」という。）に三重県福祉サービス運営適正化委員会（以下「運営適

正化委員会」という。）を置く。

（目 的）

第 条 運営適正化委員会は、福祉サービス利用援助事業の適正な運営を確保するとと

もに、福祉サービスの利用者等からの苦情を適切に解決することにより、福祉サービ

ス利用者の利益を保護することを目的とする。

（運営適正化委員会の職務）

第 条 運営適正化委員会は、次の各号に掲げる職務を行う。

一 福祉サービス利用援助事業の事業者に対する必要な助言、勧告等に関すること。

二 福祉サービスに関する苦情を解決するための相談、助言、調査及びあっせんに関

すること。

三 虐待のおそれがある場合の三重県知事への通知に関すること。

四 その他、本委員会の目的達成に必要なこと。

（委 員）

第 条 運営適正化委員会の委員は、次に掲げる各号の定めるところにより社会福祉法

人三重県社会福祉協議会会長（以下「三重県社協会長」という。）が選任する。

委員の定数は、 名以内とする。

一 社会福祉に関し学識経験を有する者のうち、公益を代表する者 名以内

二 社会福祉に関し学識経験を有する者のうち、福祉サービス利用援助事業の対象

者を支援する団体を代表する者 名以内

三 社会福祉に関し学識経験を有する者のうち、福祉サービスの提供者を代表する

者 名以内

四 法律に関し学識経験を有する者 名以内

五 医療に関し学識経験を有する者 名以内

三重県社協会長は、運営適正化委員会委員の選任に当たり、選考委員会の同意を得

なければならない。

選考委員会に関する事項は、別に定める「選考委員会設置要綱」による。

（任 期）

第 条 運営適正化委員会委員の任期は 年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前

任者の残任期間とする。

２ 委員は、再任されることができる。

（委員の解任）

第６条 三重県社協会長は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認める

とき、また、委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める
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ときは、これを解任することができる。

（委員長等）

第 条 運営適正化委員会に委員長 名、副委員長 名を置き、委員長は福祉サービス

利用援助事業の対象者を支援する団体を代表する委員及び福祉サービスの提供者を

代表する委員を除く委員の中から委員の互選により、また、副委員長は福祉サービス

利用援助事業の対象者を支援する団体を代表する委員及び福祉サービスの提供者を

代表する委員を除く委員の中から委員長の指名によってこれを定める。

委員長は会務を総理し、運営適正化委員会を代表する。

委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

（会 議）

第 条 運営適正化委員会は、委員長が招集する。

運営適正化委員会は、過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をするこ

とはできない。

運営適正化委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のとき

は、委員長の決するところによる。

（合議体）

第 条 運営適正化委員会に次の各号に掲げる合議体を置く。

一 第 条第 号に掲げる職務を行う合議体（以下「運営監視委員会」という。）

二 第 条第 号に掲げる職務を行う合議体（以下「苦情解決委員会」という。）

運営監視委員会の委員は、次の各号に定めるところにより、委員のうちから委員長

が指名する。

一 社会福祉に関し学識経験を有する者のうち、公益を代表する者 名以内

二 社会福祉に関し学識経験を有する者のうち、福祉サービス利用援助事業の対象

者を支援する団体を代表する者 名以内

三 社会福祉に関し学識経験を有する者のうち、福祉サービスの提供者を代表する

者 名以内

四 法律に関し学識経験を有する者 名以内

五 医療に関し学識経験を有する者 ３名以内

３ 苦情解決委員会の委員は、次の各号に定めるところにより、委員のうちから委員長

が指名する。

一 社会福祉に関し学識経験を有する者のうち、公益を代表する者 名以内

二 法律に関し学識経験を有する者 名以内

三 医療に関し学識経験を有する者 名以内

前 項に規定する委員会それぞれに委員長 名、副委員長 名を置き、委員長は委

員の中から委員の互選により、また、副委員長は委員長の指名によってこれを定める。

委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

委員会は、委員長が招集する。

委員会は、委員総数の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることがで

きない。

委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長

の決するところによる。

本委員会において別段の定めをした場合のほかは、委員会の議決をもって本委員会

の議決とする。

その他、委員会の運営について、この規程に定めるもののほか、必要に応じ、運営適

正化委員会委員長が別に定めるものとする。

（苦情監視業務の手続き）

第 条 第 条第 号に掲げる職務については、この規程に定めるもののほか、必要

に応じ運営適正化委員会委員長が別に定めるものとする。

（苦情解決のあっせん等の手続き）

第 条 第 条第 号に掲げる職務については、この規程に定めるもののほか、必要

に応じ運営適正化委員会委員長が別に定めるものとする。

（秘密の保持）

第 条 運営適正化委員会の委員又は委員の職務にあった者はその職務に関して知り

得た秘密を漏らしてはならない。

（情報の公開）

第 条 運営適正化委員会は、年に 回、運営適正化委員会の業務の状況及びその成

果について報告書を作成し、これを公表しなければならない。

（事務局）

第 条 運営適正化委員会の事務を行うため、運営適正化委員会に事務局を置く。

運営適正化委員会の事務局職員又は職員の職務にあった者はその職務に関して知り

得た秘密を漏らしてはならない。

その他事務局に関する事項は、必要に応じ運営適正化委員会委員長が別に定めるも

のとする。

付 則

１ この規程は、平成 年 月 日から施行する。

付 則

１ この規程は、平成 年 月 日から施行する。
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委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長

の決するところによる。

本委員会において別段の定めをした場合のほかは、委員会の議決をもって本委員会

の議決とする。

その他、委員会の運営について、この規程に定めるもののほか、必要に応じ、運営適

正化委員会委員長が別に定めるものとする。

（苦情監視業務の手続き）

第 条 第 条第 号に掲げる職務については、この規程に定めるもののほか、必要

に応じ運営適正化委員会委員長が別に定めるものとする。

（苦情解決のあっせん等の手続き）

第 条 第 条第 号に掲げる職務については、この規程に定めるもののほか、必要

に応じ運営適正化委員会委員長が別に定めるものとする。

（秘密の保持）

第 条 運営適正化委員会の委員又は委員の職務にあった者はその職務に関して知り

得た秘密を漏らしてはならない。

（情報の公開）

第 条 運営適正化委員会は、年に 回、運営適正化委員会の業務の状況及びその成

果について報告書を作成し、これを公表しなければならない。

（事務局）

第 条 運営適正化委員会の事務を行うため、運営適正化委員会に事務局を置く。

運営適正化委員会の事務局職員又は職員の職務にあった者はその職務に関して知り

得た秘密を漏らしてはならない。

その他事務局に関する事項は、必要に応じ運営適正化委員会委員長が別に定めるも

のとする。

付 則

１ この規程は、平成 年 月 日から施行する。

付 則

１ この規程は、平成 年 月 日から施行する。
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福祉サービス利用援助事業に関する運営監視実施要綱

（目 的）

第 ．この要綱は、三重県福祉サービス運営適正化委員会規程第 条に定める運営監

視委員会（以下「委員会」という。）の職務等に関することを定め、福祉サービス利

用援助事業（以下「事業」という。）の透明性、公正性を確保することを目的とする。

（業務内容）

第 ．委員会は、事業に関し次に掲げる監視及び苦情の解決を行い、実施主体（三重県

社会福祉協議会からの委託を受けて実施する者を含む。以下同じ。）に対し、助言、

調査又は勧告を行なう。

（ ）事業全般の運営監視

（ ）事業に関する苦情の解決

（事業の監視）

第 ．委員会の委員長（以下「委員長」という。）は、実施主体から次項に掲げる項目に

ついて資料の提出を求め、会議において報告を受けるものとし、当該事業の利用者（契

約者）に対して適切なサービスが提供されているかを定期的に確認する。

実施主体からの報告は、次の事項とする。

（ ）契約審査会の実施状況

（ ）書類等預りサービスの実施状況

（ ）年間の事業実績及び決算

（ ）その他必要と認める事項

委員会の開催は、原則として 月に 回以上開催するものとする。

ただし、案件により開催の必要のない場合はこの限りでない。

会議には必要に応じ実施主体から当該事業の管理者、担当者（専門員）等の同席

を求めるものとする。

（助 言）

第 ．委員会は、前条の監視により事業が適切に実施されているかの把握を行なう。こ

の結果により実施主体に対し、より質の高いサービスの提供と事業の円滑な運営に資

する観点から助言を行なう。

（調査、報告、勧告）

第 ．委員会は、事業の実施状況の報告を受け、必要に応じて委員長の指名した委員並

びに事務局職員による現地調査を行うことができる。

委員長は、調査結果を委員会に報告し、改善が必要と思われる場合は実施主体に

対し勧告を行なう。

（勧告に対する報告）

第 ．実施主体にあっては、事業に関し勧告を受けた場合は、その改善結果を委員会へ

報告するものとする。
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福祉サービス利用援助事業に関する運営監視実施要綱

（目 的）

第 ．この要綱は、三重県福祉サービス運営適正化委員会規程第 条に定める運営監

視委員会（以下「委員会」という。）の職務等に関することを定め、福祉サービス利

用援助事業（以下「事業」という。）の透明性、公正性を確保することを目的とする。

（業務内容）

第 ．委員会は、事業に関し次に掲げる監視及び苦情の解決を行い、実施主体（三重県

社会福祉協議会からの委託を受けて実施する者を含む。以下同じ。）に対し、助言、

調査又は勧告を行なう。

（ ）事業全般の運営監視

（ ）事業に関する苦情の解決

（事業の監視）

第 ．委員会の委員長（以下「委員長」という。）は、実施主体から次項に掲げる項目に

ついて資料の提出を求め、会議において報告を受けるものとし、当該事業の利用者（契

約者）に対して適切なサービスが提供されているかを定期的に確認する。

実施主体からの報告は、次の事項とする。

（ ）契約審査会の実施状況

（ ）書類等預りサービスの実施状況

（ ）年間の事業実績及び決算

（ ）その他必要と認める事項

委員会の開催は、原則として 月に 回以上開催するものとする。

ただし、案件により開催の必要のない場合はこの限りでない。

会議には必要に応じ実施主体から当該事業の管理者、担当者（専門員）等の同席

を求めるものとする。

（助 言）

第 ．委員会は、前条の監視により事業が適切に実施されているかの把握を行なう。こ

の結果により実施主体に対し、より質の高いサービスの提供と事業の円滑な運営に資

する観点から助言を行なう。

（調査、報告、勧告）

第 ．委員会は、事業の実施状況の報告を受け、必要に応じて委員長の指名した委員並

びに事務局職員による現地調査を行うことができる。

委員長は、調査結果を委員会に報告し、改善が必要と思われる場合は実施主体に

対し勧告を行なう。

（勧告に対する報告）

第 ．実施主体にあっては、事業に関し勧告を受けた場合は、その改善結果を委員会へ

報告するものとする。

（苦情の解決）

第 ．事業にかかる苦情の申し出があった場合は、委員会が苦情解決に当たるものとす

る。

ただし、案件の内容によっては委員会に代わり苦情解決委員会が苦情解決に当たる

ことができる。

苦情解決の手続き等は平成 年 月 日付け、社援第 号通知の「運営適正

化委員会における福祉サービスに関する苦情解決事業実施要綱」により行う。

（公 表）

第 ．実施状況を把握するため用いる資料等は、個人のプライバシーに関わるものを含

むことから、運営適正化委員会及び委員会資料は非公開とする。

委員会の公正性、客観性を示すため、個人のプライバシーを侵害する恐れのない

範囲で、検討を行なった総数等を統計的なデータとして公表する。

付 則

１ この要綱は、平成 年 月 日から施行する。
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しせつの損害補償
社会福祉施設総合損害補償

ホームページでも内容を紹介しています
https://www.fukushihoken.co.jp

◆加入対象は、社協の会員である社会福祉法人等が運営する社会福祉施設です。

スケールメリットを活かした割安な保険料で
　　　　　　　　　充実補償をご提供します！
スケールメリットを活かした割安な保険料で
　　　　　　　　　充実補償をご提供します！
スケールメリットを活かした割安な保険料で
　　　　　　　　　充実補償をご提供します！
スケールメリットを活かした割安な保険料で
　　　　　　　　　充実補償をご提供します！

●このご案内は概要を説明したものです。詳細は「しせつの損害補償」手引またはホームページをご参照ください。●

〈引受幹事
保険会社〉

社会福祉法人全国社会福祉協議会団体契約者 取扱代理店 株式会社福祉保険サービス
損害保険ジャパン株式会社 医療・福祉開発部 第二課
TEL：０３（３３４９）５１３７
受付時間：平日の9:00～17:00（土日・祝日、年末年始を除きます。）

プラン22 （普通傷害保険）

❶ 入所型施設利用者の傷害事故補償
❷ 通所型施設利用者の傷害事故補償
❸ 施設送迎車搭乗中の傷害事故補償

社会福祉法人役員等の賠償責任補償

プラン33
（労働災害総合保険、普通傷害保険、約定履行費用保険、雇用慣行賠償責任保険）

プラン44 （役員賠償責任保険）

プラン１１ （賠償責任保険、医師賠償責任保険、看護職賠償責任保険、サイバー保険、
動産総合保険、費用・利益保険）

❶ 基本補償（賠償・見舞費用）

❷ 個人情報漏えい対応補償　 ❸ 施設の什器・備品損害補償

▶保険金額

身体賠償（１名・１事故）
基本補償（A型）
2億円・10億円 2億円・10億円
2,000万円
200万円
20万円
1,000万円
1,000万円

500万円

2,000万円
200万円
20万円
1,000万円
1,000万円

500万円

死亡時 100万円
入院時 1.5～7万円
通院時 1～3.5万円

見舞費用付補償（B型）

財物賠償（１事故）
受託・管理財物賠償（期間中）
うち現金支払限度額（期間中）
人格権侵害（期間中）

2,000万円 2,000万円徘徊時賠償（期間中）
身体・財物の損壊を伴わない経済的損失（期間中）

事故対応特別費用（期間中）
被害者対応費用（１名につき）

傷害見舞費用

賠
償
事
故
に
対
応

お
見
舞
い
等
の
各
種
費
用

1事故10万円限度 1事故10万円限度

〒100‒0013 東京都千代田区霞が関３丁目３番２号 新霞が関ビル１７Ｆ
ＴＥＬ：０３（３５８１）４６６７　
受付時間：平日の9:30～17:30（土日・祝日、年末年始を除きます。）

❶ 職員の労災上乗せ補償　
使用者賠償責任補償

❷ 役員・職員の傷害事故補償

❸ 役員・職員の感染症罹患事故補償
❹ 雇用慣行賠償補償

▶年額保険料（掛金）

基
本
補
償（
A
型
）

見
舞
費
用
付
補
償（
B
型
）

定　　員 基本補償（A型）

35,000～61,460円
68,270～97,000円

1,500円

1～50名
51～100名

以降1名～10名増ごと

基本補償（A型）
保険料

【見舞費用加算】
定員１名あたり
入所：1,300円
通所：1,390円

●オプション１ ●訪問・相談等サービス補償
●オプション２ ●医務室の医療事故補償 ●看護職の賠償責任補償
●オプション３ ●借用不動産賠償事故補償
●オプション４ ●クレーム対応サポート補償

保険期間１年

（SJ24-11108より抜粋）

令和７年度

ボランティア行事用保険（傷害保険、国内旅行傷害保険特約付傷害保険、賠償責任保険）

送迎サービス補償（傷害保険） 福祉サービス総合補償
（傷害保険、賠償責任保険、約定履行費用保険（オプション））

ふくしの保険 検索

社会福祉法人全国社会福祉協議会団体契約者 取扱代理店 株式会社福祉保険サービス
損害保険ジャパン株式会社 医療・福祉開発部 第二課
ＴＥＬ：０３（３３４９）５１３７
受付時間：平日の9:00～17:00（土日・祝日、年末年始を除きます。）

〈引受幹事
保険会社〉

https://www.fukushihoken.co.jp令和７年度

〒100‒0013 東京都千代田区霞が関３丁目３番２号 新霞が関ビル１７Ｆ
ＴＥＬ：０３（３５８１）４６６７　
受付時間：平日の9:30～17:30（土日・祝日、年末年始を除きます。）

●このご案内は概要を説明したものです。詳細は、「ボランティア活動保険パンフレット」にてご確認ください。●

この保険は、全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。

＜重 要＞

商品パンフレットは
コチラから

（　　　　　）ふくしの保険
ホームページ

保険金額・年間保険料（１名あたり）保険金額・年間保険料（１名あたり） 団体割引20％適用済／過去の損害率による割増適用

ケガの
補償

賠償責任
の補償

年間保険料

死亡保険金

プラン

保険金の種類
基本プラン 天災・地震補償プラン

1,040万円

1,040万円（限度額）

6,500円

350円 500円

65,000円

32,500円

4,000円

5億円（限度額）

後遺障害保険金

入院保険金日額

通院保険金日額

地震・噴火・津波による死傷

賠償責任保険金
（対人・対物共通）

入院中の手術

外来の手術
手術保険金

〈SJ24-10057より抜粋〉



                                         

 

しせつの損害補償
社会福祉施設総合損害補償

ホームページでも内容を紹介しています
https://www.fukushihoken.co.jp

◆加入対象は、社協の会員である社会福祉法人等が運営する社会福祉施設です。

スケールメリットを活かした割安な保険料で
　　　　　　　　　充実補償をご提供します！
スケールメリットを活かした割安な保険料で
　　　　　　　　　充実補償をご提供します！
スケールメリットを活かした割安な保険料で
　　　　　　　　　充実補償をご提供します！
スケールメリットを活かした割安な保険料で
　　　　　　　　　充実補償をご提供します！

●このご案内は概要を説明したものです。詳細は「しせつの損害補償」手引またはホームページをご参照ください。●

〈引受幹事
保険会社〉

社会福祉法人全国社会福祉協議会団体契約者 取扱代理店 株式会社福祉保険サービス
損害保険ジャパン株式会社 医療・福祉開発部 第二課
TEL：０３（３３４９）５１３７
受付時間：平日の9:00～17:00（土日・祝日、年末年始を除きます。）

プラン22 （普通傷害保険）

❶ 入所型施設利用者の傷害事故補償
❷ 通所型施設利用者の傷害事故補償
❸ 施設送迎車搭乗中の傷害事故補償

社会福祉法人役員等の賠償責任補償

プラン33
（労働災害総合保険、普通傷害保険、約定履行費用保険、雇用慣行賠償責任保険）

プラン44 （役員賠償責任保険）

プラン１１ （賠償責任保険、医師賠償責任保険、看護職賠償責任保険、サイバー保険、
動産総合保険、費用・利益保険）

❶ 基本補償（賠償・見舞費用）

❷ 個人情報漏えい対応補償　 ❸ 施設の什器・備品損害補償

▶保険金額

身体賠償（１名・１事故）
基本補償（A型）
2億円・10億円 2億円・10億円
2,000万円
200万円
20万円
1,000万円
1,000万円

500万円

2,000万円
200万円
20万円
1,000万円
1,000万円

500万円

死亡時 100万円
入院時 1.5～7万円
通院時 1～3.5万円

見舞費用付補償（B型）

財物賠償（１事故）
受託・管理財物賠償（期間中）
うち現金支払限度額（期間中）
人格権侵害（期間中）

2,000万円 2,000万円徘徊時賠償（期間中）
身体・財物の損壊を伴わない経済的損失（期間中）

事故対応特別費用（期間中）
被害者対応費用（１名につき）

傷害見舞費用

賠
償
事
故
に
対
応

お
見
舞
い
等
の
各
種
費
用

1事故10万円限度 1事故10万円限度

〒100‒0013 東京都千代田区霞が関３丁目３番２号 新霞が関ビル１７Ｆ
ＴＥＬ：０３（３５８１）４６６７　
受付時間：平日の9:30～17:30（土日・祝日、年末年始を除きます。）

❶ 職員の労災上乗せ補償　
使用者賠償責任補償

❷ 役員・職員の傷害事故補償

❸ 役員・職員の感染症罹患事故補償
❹ 雇用慣行賠償補償

▶年額保険料（掛金）

基
本
補
償（
A
型
）

見
舞
費
用
付
補
償（
B
型
）

定　　員 基本補償（A型）

35,000～61,460円
68,270～97,000円

1,500円

1～50名
51～100名

以降1名～10名増ごと

基本補償（A型）
保険料

【見舞費用加算】
定員１名あたり
入所：1,300円
通所：1,390円

●オプション１ ●訪問・相談等サービス補償
●オプション２ ●医務室の医療事故補償 ●看護職の賠償責任補償
●オプション３ ●借用不動産賠償事故補償
●オプション４ ●クレーム対応サポート補償

保険期間１年

（SJ24-11108より抜粋）

令和７年度

ボランティア行事用保険（傷害保険、国内旅行傷害保険特約付傷害保険、賠償責任保険）

送迎サービス補償（傷害保険） 福祉サービス総合補償
（傷害保険、賠償責任保険、約定履行費用保険（オプション））

ふくしの保険 検索

社会福祉法人全国社会福祉協議会団体契約者 取扱代理店 株式会社福祉保険サービス
損害保険ジャパン株式会社 医療・福祉開発部 第二課
ＴＥＬ：０３（３３４９）５１３７
受付時間：平日の9:00～17:00（土日・祝日、年末年始を除きます。）

〈引受幹事
保険会社〉

https://www.fukushihoken.co.jp令和７年度

〒100‒0013 東京都千代田区霞が関３丁目３番２号 新霞が関ビル１７Ｆ
ＴＥＬ：０３（３５８１）４６６７　
受付時間：平日の9:30～17:30（土日・祝日、年末年始を除きます。）

●このご案内は概要を説明したものです。詳細は、「ボランティア活動保険パンフレット」にてご確認ください。●

この保険は、全国社会福祉協議会が損害保険会社と一括して締結する団体契約です。

＜重 要＞

商品パンフレットは
コチラから

（　　　　　）ふくしの保険
ホームページ

保険金額・年間保険料（１名あたり）保険金額・年間保険料（１名あたり） 団体割引20％適用済／過去の損害率による割増適用

ケガの
補償

賠償責任
の補償

年間保険料

死亡保険金

プラン

保険金の種類
基本プラン 天災・地震補償プラン

1,040万円

1,040万円（限度額）

6,500円

350円 500円

65,000円

32,500円

4,000円

5億円（限度額）

後遺障害保険金

入院保険金日額

通院保険金日額

地震・噴火・津波による死傷

賠償責任保険金
（対人・対物共通）

入院中の手術

外来の手術
手術保険金

〈SJ24-10057より抜粋〉


